
料金表
通則

（料金の計算方法等）
１ 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。

区 分 計算方法

（１） （２）以外のもの この料金表に規定する税抜額（消費税相当額
を加算しない額をいいます。以下同じとしま
す。）により行います。

（２） 海外ローミング機能に係るオプシ この料金表に規定する額により行います。
ョン機能使用料、プリペイド通話に
関する料金又は他網公衆電話の電話
機から契約者回線への通話に係る料
金

２ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金（プリペイド通話に関する料金を除きます
以下第３項、第４項、第１６項及び第１７項において同じとします。）のうち、基本使用料等、通
話料及びパケット通信料は料金月（その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月と
なる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。）に従って計算
します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時
に計算します。
３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更すること
があります。
４ 当社は、通話料及びパケット通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての
料金を合計した額により、請求を行います。

（基本使用料等の日割り）
５ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項に
おいて「月額料金」といいます。）をその利用日数に応じて日割りします。
（１） 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったと
き。

（２） 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
（３） 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契約
の解除又はオプション機能の廃止があったとき。

（４） 料金月の起算日以外の日に、月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加
又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。

（５） 第７９条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。
（６） 第２項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
６ 前項第１号から第５号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数
により行います。この場合、第７９条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の１欄に
規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる２４時間をその開始時刻が属す
る料金日とみなします。
７ 第５項第６号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行
います。

（端数処理）
８ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り捨てます。
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ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

（ＫＤＤＩ一括請求の取扱い）
９ 当社は、ａｕ契約者から申込みがあったときは、そのａｕ契約者が指定したａｕサービス
（第２種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に係る料金その他の債務を、当社が提供す
る他の電気通信サービス（当社が別に定める電気通信サービスであって、そのａｕ契約者が
指定したものに限ります。以下「統合対象サービス」といいます。）に係る料金等に合わせて、
一括して請求（以下「ＫＤＤＩ一括請求」といいます。）します。
１０ ａｕ契約者は、ＫＤＤＩ一括請求に係る申込みをするときは、当社所定の申込書を当社が
指定するサービス取扱所に提出していただきます。
１１ 当社は、次に該当する場合には、前項の申込みを承諾しません。
（１） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）以外で
あるとき。

（２） その契約者回線がそのａｕ契約者以外の者（そのａｕ契約者と相互に業務上密接な関
係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。）の用に供され、
それが業として行われるものと当社が認めるとき。

（３） そのａｕ契約者が統合対象サービスに係る契約を締結している者と異なるとき。
（４） そのａｕ契約者が、ＫＤＤＩ一括請求に係る料金等の支払いを現に怠り、又は怠るお
それがあるとき。

（５） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
１２ ａｕ契約者は、ａｕ一括請求グループ（料金その他の債務が一括して請求されるａｕサー
ビスの契約者回線からなるグループであって、当社が別に定めるところによりａｕ契約者が
指定したものをいいます。以下同じとします。）に関して、ＫＤＤＩ一括請求の取扱いを受け
るときは、そのａｕ一括請求グループに所属する全ての契約者回線について、その申込みを
行っていただきます。
１３ ａｕ契約者は、ＫＤＤＩ一括請求に係る料金等の支払方法を変更しようとするときは、当
社所定の書面を当社が指定するサービス取扱所に提出していただきます。
１４ 当社は、ＫＤＤＩ一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、ａｕ契約者からこ
の取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、この取扱いを廃止し
ます。
（１） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（２） 契約者の地位の承継があったとき。
（３） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（４） ａｕ契約の解除があったとき。
（５） 統合対象サービスの指定がなくなったとき。
（６） 前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。
（７） その他第１１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
１５ ＫＤＤＩ一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。

（料金等の支払い）
１６ 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス
取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
１７ 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていた
だきます。
１８ 当社は、プリペイド通話に関する料金については、課金単位となる通話時間及び文字メッ
セージ送信の回数ごとに第８５条（プリペイド通話に係る前払い通話料の登録等）の規定に基
づき登録した前払い通話料の残高を減ずることとします。

（料金の一括後払い）
１９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社
が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
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（前受金）
２０ 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件
に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

（消費税相当額の加算）
２１ この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計
算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
（１） 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
（２） プリペイド通話に関する料金
（３） 他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金

（注） 本項により計算された支払いを要する額は、この料金表に規定する税込額（消費税相当
額を加算した額をいいます。以下同じとします。）に基づき計算した結果と異なる場合があ
ります。

（料金の臨時減免）
２２ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定に
かかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
２３ 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示
する等の方法により、そのことを周知します。
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第１表 ａｕ通信サービスに関する料金

第１ 基本使用料等
１ 適用
基本使用料等の適用については、第７９条（基本使用料等の支払義務）の規定によるほ
か、次のとおりとします。

基 本 使 用 料 等 の 適 用

（１） ａｕサービスの ア ａｕサービスには、次の種類があります。
種類等

種 類 内 容

ａｕ電話 電話端末との間に電気通信回線を設
定して通話のために提供するもの

ａｕデュアル デュアル端末との間に電気通信回線
を設定して通話及びパケット通信の
ために提供するもの

ａｕパケット パケット端末との間に電気通信回線
を設定してパケット通信のために提
供するもの

イ ａｕデュアルには、次の種類があります。

種 類 内 容

第１種ａｕデュアル 第２種ａｕデュアル又は第３種ａｕ
デュアル以外のもの

第２種ａｕデュアル 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ の符号
伝送が可能な通信方式に対応したデ
ュアル端末との間に電気通信回線を
設定して提供するものであって、第
３種ａｕデュアル以外のもの

第３種ａｕデュアル 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ の符号
伝送が可能な通信方式に対応したデ
ュアル端末との間に電気通信回線を
設定して提供するもの

ウ ａｕパケットには、次の種類があります。

種 類 内 容

第１種ａｕパケット 第２種ａｕパケット又は第３種ａｕ
パケット以外のもの

第２種ａｕパケット 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ の符号
伝送が可能な通信方式に対応したパ
ケット端末との間に電気通信回線を
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設定して提供するものであって、第
３種ａｕパケット以外のもの

第３種ａｕパケット 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ の符号
伝送が可能な通信方式に対応したパ
ケット端末との間に電気通信回線を
設定して提供するもの

エ 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄のａｕサ
ービスを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄
の種類のうち、そのａｕ契約者から接続の請求があった端末設
備に対応するａｕサービスを提供するものとします。

ａｕ契約の種別 ａｕサービスの種類

一般ａｕ契約 ａｕ電話

第１種ａｕデュアル

第２種ａｕデュアル

第３種ａｕデュアル

第１種ａｕパケット

第２種ａｕパケット

第３種ａｕパケット

第１種定期ａｕ契約 ａｕ電話

第１種ａｕデュアル

第２種ａｕデュアル

第３種ａｕデュアル

第２種ａｕパケット

第２種定期ａｕ契約 ａｕ電話

第１種ａｕデュアル

第２種ａｕデュアル

第３種ａｕデュアル

第３種定期ａｕ契約 ａｕ電話

第１種ａｕデュアル

第２種ａｕデュアル
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第３種ａｕデュアル

オ 当社は、第２種ａｕパケットとの間においてａｕサービスの
種類の変更を伴う請求があった場合は、その変更前に締結して
いたａｕ契約を解除して新たにａｕ契約の申込みを行う場合と
同様に取り扱います。
カ 当社は、ａｕサービスの種類の変更（第２種ａｕパケットと
の間の変更を除きます。）を伴う請求があった場合は、その変更
日から変更後のａｕサービスの種類による料金を適用します。
ただし、別表１に規定するＥＺｗｅｂ機能の種類の変更を伴
う場合には、ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信について、そ
の変更があった時点から変更後のＥＺｗｅｂ機能の種類に応じ
た料金を適用します。
キ 第１種ａｕパケットには、次の種類があり、第１種ａｕパケ
ットを利用するａｕ契約者は、そのいずれかを選択していただ
きます。

種 類 内 容

９．６ｋｂｉｔ／ｓ ９．６ｋｂｉｔ／ｓの符号伝送が可能なもの

１４．４ｋｂｉｔ／ｓ ９．６ｋｂｉｔ／ｓ又は１４．４ｋｂｉｔ／ｓの符号伝
送が可能なもの

ク ａｕ契約者は、第１種ａｕパケットの種類の変更の請求をす
ることができます。この場合において、当社は、第１０条（契約
申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。
ケ ローミングには、ａｕサービスと同一の種類があります。

（２） コース種別の選 ア ａｕサービス（第２種ａｕパケットを除きます。）には、料金
択等 その他の適用に関して、次のコース種別があります。

（ア） 第１種コース（関西支社）
（イ） 第２種コース（九州支社）
（ウ） 第３種コース（中国支社）
（エ） 第４種コース（東北支社）
（オ） 第５種コース（北海道支社）
（カ） 第６種コース（北陸支社）
（キ） 第７種コース（四国支社）
（ク） 第８種コース（関東・中部支社）
イ ａｕ契約者は、あらかじめコース種別を選択していただきま
す。
ウ ａｕ契約者は、コース種別の変更の請求をすることができま
す。
エ ウの請求があったときは、当社は、電話番号その他の取扱い
について、この約款に別段の定めがある場合を除き、その変更
前に締結していたａｕ契約を解除して新たにａｕ契約を締結し
たものとみなして取り扱います。

（３） 基本使用料の料 ア ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の基本使用料には
金種別の選択等 、次の料金種別があります。

（ア） （イ）以外のもの
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基本使用料の料金種別

標準プラン

ちょっとコール

コミコミコールスーパー

コミコミコールジャンボ

コミコミコールＬ

コミコミコールＳ

デイタイムプランＫＯ

コミコミＯｎｅビジネス

コミコミＯｎｅスタンダード

コミコミＯｎｅエコノミー

コミコミＯｎｅライト

コミコミＯｎｅオフタイム

デイタイムプランＥＮ

コミコミデイタイム

（イ） 第３種ａｕデュアルに係るもの

基本使用料の料金種別

プランＬ

プランＭ

プランＳ

プランＳＳ

イ ａｕ契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択して
いただきます。
ウ ａｕ契約者は、基本使用料の料金種別の変更の請求をするこ
とができます。この場合、当社は、その請求があった日を含む
料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基本使用料を適
用します。

（４） 第１種定期ａｕ ア 第１種定期ａｕ契約（第２種ａｕパケットに係るものを除き
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契約に係る基本使 ます。）に係る基本使用料には、次の区別があり、第１種定期ａ
用料の取扱い（年 ｕ契約者は、そのいずれかを選択していただきます。
割、ガク割、スマ
イルハート割引） 一般用 学生用又は障害者用以外のもの

学生用 その契約者が次のいずれかに該当する教育施設
に在学し教育を受けている者（単位制高等学校
教育規程第９条に規定する科目履修生、通信に
よる教育を行う学校の科目履修生及び聴講生そ
の他の当社が別に定める基準に適合しない者を
除きます。以下「学生」といいます。）であるこ
とを条件として適用するもの
（ア） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１
条に規定する学校のうち、当社が別に定め
るもの

（イ） 学校教育法第１条に規定する学校以外の
国公立の学校又は学校教育法第８２条の２若
しくは第８３条の規定により成立した私立学
校のうち、当社が指定した学校

障害者用 その契約者が次のいずれかに該当する者（以下
「障害者」といいます。）であることを条件とし
て適用するもの
（ア） 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和２４
年法律第 ２８３号）第１５条第４項の規定によ
り身体障害者手帳の交付を受けている者を
いいます。以下同じとします。）

（イ） 知的障害者（療育手帳制度について（昭
和４８年厚生省発児第 １５６号厚生事務次官通
知）により定められた療育手帳制度要綱に
規定する療育手帳の交付を受けている者を
いいます。以下同じとします。）

（ウ） 精神障害者（精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律（昭和２５年法律第 １２３号）
第４５条第２項の規定により精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている者をいいます
。以下同じとします。）

イ 一般用の基本使用料の取扱いは、次のとおりとします。
（ア） 一般用の基本使用料については、基本使用料の料金種別
及び第１種定期ａｕ契約の利用月数に応じて、２－１－１
の（２）に規定する料金額を適用します。
この場合において、利用月数の取扱いについては、（５）
に規定するａｕサービスの利用月数と同様の方法で計算し
た月数とします。

（イ） 一般用の基本使用料の適用の開始は、その申出を当社が
承諾した日を含む料金月の初日からとします。

（ウ） 一般用の基本使用料の適用を廃止する場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。

区 分 一般用の基本使用料の適用
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１ 第１種定期ａｕ その契約解除日の前日（契約変更の場
契約の解除があっ 合は、その契約解除日を含む料金月の
たとき。 末日、当社が別に定める態様により、

第１種定期ａｕ契約を解除すると同時
に新たにその他の定期ａｕ契約を締結
した場合は、その契約解除日を含む料
金月の前料金月の末日とします。）まで
一般用の基本使用料を適用します。

２ 契約者から学生 契約者から学生用又は障害者用の基本
用又は障害者用の 使用料の適用に変更する申出があった
基本使用料の適用 日を含む料金月の前料金月の末日まで
に変更する申出が 一般用の基本使用料を適用します。
あったとき。

ウ 学生用の基本使用料の取扱いは、次のとおりとします。
（ア） 学生用の基本使用料については、２－１－１の（２）の規
定にかかわらず、次表の料金額を適用します。

１契約ごとに

料金額（月額）

２－１－１の（１）に規定する料金額に０．５０を乗じて得た額

（イ） 学生用の基本使用料は、その契約者名義が学生であるａ
ｕサービス（第３種ａｕデュアル及びａｕパケットを除き
ます。）の契約者回線であって、次に該当しないものに限り
、選択することができます。
① （７）の適用を受けているもの
② 第２（通話料）１（適用）の（１３）又は（１６）の適用を受け
ているもの

（ウ） 学生用の基本使用料の適用を受けようとする契約者は、
あらかじめ当社所定の書面により申し出ていただきます。
この場合において、契約者は、その書面の記載内容を証明
する書類を提示していただきます。

（エ） 当社は、（ウ）の申出があったときは、その契約者名義が
既に学生用の基本使用料の適用を受けている場合を除き、
これを承諾します。

（オ） 学生用の基本使用料の適用の開始は、その申出を当社が
承諾した日を含む料金月の初日からとします。

（カ） 学生用の基本使用料の適用を受けている契約者は、次の
ことを守っていただきます。
① 学生でなくなった場合、又はあらかじめ申し出た内容に
変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出る
こと。
② 自己以外の者に不正に利用させないこと。
③ その他学生用の基本使用料に関する取扱いを適正に運用
するために必要な限りにおいて当社が執る措置に従ってい
ただくこと。

（キ） 当社は、学生用の基本使用料の適用を受けている契約者
回線について、その契約者から学生用の基本使用料の適用
を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合に

[ ａｕ ー41ー ]



は、その適用を廃止します。
① ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
② 契約者の地位の承継があったとき。
③ 第１種定期ａｕ契約の解除があったとき。
④ （エ）の規定に適合しないことが判明したとき。
⑤ その契約者が（カ）の規定に違反したとき。
⑥ 第３種ａｕデュアル又はａｕパケットへの種類の変更が
あったとき。

（ク） 学生用の基本使用料の適用を廃止する場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の４欄又は５欄
の左欄の規定により学生用の基本使用料の適用を廃止した
後、１欄、２欄又は３欄の左欄に該当する場合が生じたと
きは、それぞれ１欄、２欄又は３欄の規定によるものとし
ます。

区 分 学生用の基本使用料の適用

１ ２、３、４又は その廃止日（ａｕサービス利用権の譲
５以外により学生 渡又は契約者の地位の承継により学生
用の基本使用料の 用の基本使用料の適用を廃止したとき
適用を廃止したと は、その譲渡承諾日又は地位の承継の
き。 届出日とします。）を含む料金月の前料

金月の末日まで学生用の基本使用料を
適用します。

２ 第１種定期ａｕ その契約解除日の前日（契約変更の場
契約の解除があっ 合は、その契約解除日を含む料金月の
たとき（ａｕサー 末日、当社が別に定める態様により、
ビス利用権の譲渡 第１種定期ａｕ契約を解除すると同時
又は契約者の地位 に新たにその他の定期ａｕ契約を締結
の承継が同時にあ した場合は、その契約解除日を含む料
った場合を含みま 金月の前料金月の末日とします。）まで
す。）。 学生用の基本使用料を適用します。

３ 第３種ａｕデュ その種類の変更日の前日まで学生用の
アル又はａｕパケ 基本使用料を適用します。
ットへの種類の変
更があったとき。

４ 契約者から一般 契約者から一般用の基本使用料の適用
用の基本使用料の に変更する申出があった日を含む料金
適用に変更する申 月の末日まで学生用の基本使用料を適
出があったとき。 用します。

５ 契約者から障害 契約者から障害者用の基本使用料の適
者用の基本使用料 用に変更する申出があった日を含む料
の適用に変更する 金月の前料金月の末日まで学生用の基
申出があったとき 本使用料を適用します。
。

エ ウの規定は、障害者用の基本使用料の取扱いについて準用し
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ます。この場合において、ウの規定中、「学生」とあるのは「
障害者」と、「学生用」とあるのは「障害者用」と、「障害者
用」とあるのは「学生用」と、ウの（イ）の規定中、「第３種ａ
ｕデュアル及びａｕパケット」とあるのは「ａｕパケット」と
、ウの（キ）及び（ク）の規定中、「第３種ａｕデュアル又はａｕ
パケット」とあるのは「ａｕパケット」とそれぞれ読み替える
ものとします。

（４）の２ 第２種定期 ア 第２種定期ａｕ契約に係る基本使用料については、基本使用
ａｕ契約に係る基 料の料金種別及び第２種定期ａｕ契約の契約月数に応じて、２
本使用料の取扱い －１－１の（３）に規定する料金額を適用します。
（２年割） この場合において、契約月数の取扱いについては、その第２

種定期ａｕ契約の契約開始月からその料金月までの月数としま
す。
イ アに規定する料金額の適用は、第２種定期ａｕ契約に係るａ
ｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の初日からとしま
す。
ウ 第２種定期ａｕ契約の解除があったときは、その契約解除日
の前日（当社が別に定める態様により、第２種定期ａｕ契約を
解除すると同時に新たにその他のａｕ契約を締結した場合は、
その契約解除日を含む料金月の前料金月の末日とします。）まで
第２種定期ａｕ契約に係る基本使用料を適用します。

（４）の３ 第３種定期 ア 第３種定期ａｕ契約に係る基本使用料については、基本使用
ａｕ契約に係る基 料の料金種別に応じて、２－１－１の（４）に規定する料金額を
本使用料の取扱い 適用します。
（３年割） イ その料金月において３年割グループを構成する契約者回線及

び他網契約者回線の数が ２００００以上のときは、次表の左欄に規
定する基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線に
ついて、２－１－１の（４）の規定にかかわらず、同表の右欄に
規定する料金額を適用します。
ただし、その３年割グループに係る契約者以外の者（その契
約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別
に定める基準に適合する者を除きます。）の用に供され、それが
業として行われるものと当社が認めるときは、この限りであり
ません。

１電話番号ごとに月額

料金額
区 分

税抜額（税込額）

デイタイムプランＫＯ ２，０００円（ ２，１００円）

コミコミＯｎｅビジネス ９，１００円（ ９，５５５円）

コミコミＯｎｅスタンダード ５，１００円（ ５，３５５円）

デイタイムプランＥＮ ２，０００円（ ２，１００円）

ウ ア及びイに規定する料金額の適用は、第３種定期ａｕ契約に
係るａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の初日から
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とします。
エ 第３種定期ａｕ契約の解除があったときは、その契約解除日
の前日（当社が別に定める態様により、第３種定期ａｕ契約を
解除すると同時に新たにその他のａｕ契約を締結した場合は、
その契約解除日を含む料金月の前料金月の末日とします。）まで
第３種定期ａｕ契約に係る基本使用料を適用します。

（５） 基本使用料の長 ア 基本使用料の長期利用割引（以下この欄において「本割引」
期利用割引の適用 といいます。）とは、ａｕサービスの利用月数及び基本使用料の
（長期優待割引、 料金種別に応じて、そのａｕサービス（ａｕパケットを除きま
長期割引サービス す。）に係るその料金月の基本使用料について、次表に規定する
） 額の割引を行うことをいいます。

（ア） 基本使用料の料金種別が標準プラン、ちょっとコール、
コミコミコールスーパー、コミコミコールジャンボ、コミ
コミコールＬ、コミコミコールＳ又はデイタイムプランＫ
Ｏのもの

１契約ごとに

利用月数 割引額

１２か月を超え３６か月以内の その料金月の基本使用料に０．０２
場合 を乗じて得た額

３６か月を超え６０か月以内の その料金月の基本使用料に０．０３
場合 を乗じて得た額

６０か月を超える場合 その料金月の基本使用料に０．０５
を乗じて得た額

備考 ａｕサービスの利用月数は、そのａｕサービスに係る
利用開始月からその料金月（契約解除があったときは、
その契約解除日の前日を含む料金月までとします。）まで
の月数（一時休止日の前日を含む料金月の翌料金月から
再利用開始日を含む料金月の前料金月までの月数を除き
ます。）を通算したものとします。

（イ） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅビジネス、コミ
コミＯｎｅスタンダード、コミコミＯｎｅエコノミー、コ
ミコミＯｎｅライト、コミコミＯｎｅオフタイム、デイタ
イムプランＥＮ、コミコミデイタイム、プランＬ、プラン
Ｍ、プランＳ又はプランＳＳのもの

１契約ごとに

利用月数 割引額

１２か月を超え２４か月以内の その料金月の基本使用料に０．０５
場合 を乗じて得た額

２４か月を超え４８か月以内の その料金月の基本使用料に０．０７
場合 を乗じて得た額

４８か月を超える場合 その料金月の基本使用料に０．１５
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を乗じて得た額

備考 ａｕサービスの利用月数は、（ア）の備考に規定するａ
ｕサービスの利用月数と同様の方法で計算した月数とし
ます。

イ 本割引は、定期ａｕ契約に基づきａｕサービスの提供を受け
ている場合は適用しません。
ウ 次に該当する場合において、新たに契約を締結したａｕサー
ビスの利用月数は、同時に契約の解除があった電気通信サービ
ス（第２種ａｕパケット及び特定事業者のａｕ通信サービス契
約約款に規定する第２種ａｕパケットを除きます。）を利用した
月数に相当する期間を加えて計算します。
（ア） 特定事業者との間に当社のａｕ契約に相当する契約を締
結していた者が、当社が別に定めるところにより、その契
約を解除すると同時に新たに当社とａｕ契約を締結したと
き。

（イ） 当社が別に定める態様により、ａｕ契約を解除すると同
時に新たにその他のａｕ契約を締結したとき。

エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（６） 複数回線複合割 ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいま
引の適用（家族割 す。）とは、割引選択回線群（本割引を選択する契約者回線又は
） 特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める複数回線複合

割引（以下この欄において「特定割引」といいます。）を選択す
る他網契約者回線により構成される回線群をいいます。以下こ
の欄において同じとします。）を構成する契約者回線（（４）に規
定する学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けている契
約者回線を除きます。）に関する基本使用料（（５）の適用による
場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じと
します。）に０．２５を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。
イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約
者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することが
できます。
（ア） 第２種定期ａｕ契約又は第３種定期ａｕ契約に係るもの
（イ） （７）の適用を受けているもの
（ウ） 第２（通話料）１（適用）の（１６）又は（２２）の適用を受け
ているもの

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債
務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して
、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する
場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認
めるものを含みます。）であるとき。

（イ） 指定した割引選択回線群を構成する契約者回線及び他網
契約者回線の数が２以上６以下でないとき。

（ウ） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に
係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
れがあるとき。
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（エ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な
関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す
る者を除きます。）の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。

（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係
る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約
者回線及び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき
（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。）。

（カ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 当社は、１の割引選択回線群を構成する契約者回線の契約者
名義が異なる場合であっても、通信料明細内訳書の発行その他
の取扱いについて、同一の契約者名義とみなして取り扱います
。
キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
ク 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した
日を含む料金月からとします。
ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約
者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に
該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、１欄の規定によるものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲
割引の適用を廃止 渡又は契約者の地位の承継により本割
したとき。 引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま
す。）を含む料金月の前料金月の末日ま
での基本使用料について、本割引の適
用の対象とします。

２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変
利用の一時休止、 更日の前日までの基本使用料について
ａｕ契約の解除又 、本割引の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。

サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回
線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した
後、本割引、（７）、（８）若しくは（１０）又は第２（通話料）１（
適用）の（１６）若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その
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申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本
割引の適用の対象とします。
シ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。
ス 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群
を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が
定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引
選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割
引の適用を廃止することがあります。
セ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、
当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金
等の請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限り
ます。）又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知で
きないことがあります。
ソ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合
において、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契
約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引
の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知
することに承諾していただきます。

（７） 契約者を単位と ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄において
する基本使用料割 「本割引」といいます。）とは、割引選択回線群（本割引を選択
引Ⅰの適用（グル する契約者回線又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に
ープディスカウン 定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄にお
ト） いて「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線によ

り構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとし
ます。）を構成する契約者回線に関する基本使用料（（５）の適用
による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において
同じとします。）について、次表に規定する額の割引を行うこと
をいいます。

１契約ごとに

その料金月の割引選択回線群を 割引額
構成する契約者回線及び他網契
約者回線の数

２以上４以下の場合 その料金月の基本使用料に
０．１５を乗じて得た額

５以上４９以下の場合 その料金月の基本使用料に
０．２０を乗じて得た額

５０以上９９９以下の場合 その料金月の基本使用料に
０．２５を乗じて得た額

１０００以上の場合 その料金月の基本使用料に
０．２８を乗じて得た額

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約
者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することが
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できます。
（ア） 学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているも
の

（イ） （６）の適用を受けているもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債
務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して
、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに
該当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） 指定した割引選択回線群を構成する契約者回線及び他網
契約者回線の数が２以上でないとき。

（イ） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に
係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
れがあるとき。

（ウ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な
関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す
る者を除きます。）の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。

（エ） その申出のあった契約者回線が、第２（通話料）１（適
用）の（１６）又は（２２）を選択する場合であって、その契約者
回線と割引選択回線群を構成する他の契約者回線及び他網
契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引又は
特定加入電話からの通話に係る通話料の割引における同一
の割引選択回線群に属さないとき。

（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係
る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約
者回線及び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき
（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。）。

（カ） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回
線によりその割引選択回線群が構成される場合は、その割
引選択回線群を構成することとなる全ての契約者回線及び
他網契約者回線と、その２年割グループ又は３年割グルー
プを構成する全ての契約者回線及び他網契約者回線が同一
でないとき。

（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した
日を含む料金月からとします。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契
約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
ケ クの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合
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が生じたときは、１欄の規定によるものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲
割引の適用を廃止 渡又は契約者の地位の承継により本割
したとき。 引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま
す。）を含む料金月の前料金月の末日ま
での基本使用料について、本割引の適
用の対象とします。

２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変
利用の一時休止、 更日の前日までの基本使用料について
ａｕ契約の解除又 、本割引の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。

コ ケの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回
線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した
後、本割引、（６）、（８）若しくは（１０）又は第２（通話料）１（
適用）の（１６）若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その
申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本
割引の適用の対象とします。
サ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。
シ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群
を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が
定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引
選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割
引の適用を廃止することがあります。
ス 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、
当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金
等の請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限り
ます。）又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知で
きないことがあります。
セ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合
において、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契
約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引
の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知
することに承諾していただきます。

（８） 契約者を単位と ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅱ（以下この欄において
する基本使用料割 「本割引」といいます。）とは、割引選択回線群（本割引を選択
引Ⅱの適用（シン する契約者回線又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に
グル大口回線割引 定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅱ（以下この欄にお
） いて「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線によ

り構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとし
ます。）を構成する契約者回線に関する基本使用料について、次
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表に規定する額の割引を行うことをいいます。
１契約ごとに

その料金月の割引選択回線 割引額
群を構成する契約者回線及
び他網契約者回線の数

５０以上１４９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．１０
を乗じて得た額

１５０以上２４９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．１５
を乗じて得た額

２５０以上４９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．２０
を乗じて得た額

５００以上９９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．３０
を乗じて得た額

１０００以上の場合 その料金月の基本使用料に０．４０
を乗じて得た額

イ 本割引は、ａｕサービス（第１種ａｕパケットに限ります。）
の契約者回線に限り、選択することができます。
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債
務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して
、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに
該当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に
係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
れがあるとき。

（イ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な
関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す
る者を除きます。）の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。

（ウ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係
る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約
者回線及び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき
。

（エ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した
日を含む料金月からとします。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契
約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 第１種ａｕパケット以外の種類への変更があったとき。
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（カ） その他オに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
ク キの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、１欄の規定によるものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲
割引の適用を廃止 渡又は契約者の地位の承継により本割
したとき。 引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま
す。）を含む料金月の前料金月の末日ま
での基本使用料について、本割引の適
用の対象とします。

２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変
利用の一時休止、 更日の前日までの基本使用料について
ａｕ契約の解除又 、本割引の適用の対象とします。
は第１種ａｕパケ
ット以外の種類へ
の変更があったと
き。

ケ クの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回
線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した
後、本割引、（６）、（７）若しくは（１０）又は第２（通話料）１（
適用）の（１６）若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その
申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本
割引の適用の対象とします。
コ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。
サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群
を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が
定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引
選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割
引の適用を廃止することがあります。
シ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、
当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金
等の請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限り
ます。）又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知で
きないことがあります。
ス 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合
において、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契
約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引
の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知
することに承諾していただきます。

（９） 包括回線グルー ア 包括回線グループを単位とする基本使用料割引（以下この欄
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プを単位とする基 において「本割引」といいます。）とは、あらかじめ契約者が選
本使用料割引の適 択した包括回線グループに係る基本使用料について、次表に規
用（シングル大口 定する額の割引を行うことをいいます。
回線割引） １契約ごとに

その料金月の包括回線グル 割引額
ープに係る契約者回線の数

５０以上１４９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．１０
を乗じて得た額

１５０以上２４９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．１５
を乗じて得た額

２５０以上４９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．２０
を乗じて得た額

５００以上９９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．３０
を乗じて得た額

１０００以上の場合 その料金月の基本使用料に０．４０
を乗じて得た額

イ 当社は、本割引の適用の申出があったときは、次のいずれか
に該当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、包括回線グループに係る料金その他の債
務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（イ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な
関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す
る者を除きます。）の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。

（ウ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
ウ 本割引の適用の開始は、イの規定により本割引の申出を当社
が承諾した日を含む料金月からとします。
エ 当社は、本割引の適用を受けている包括回線グループについ
て、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほ
か、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） 包括回線グループを構成する全ての契約者回線に係るａ
ｕ契約の解除があったとき。

（イ） イに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
オ エの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。

区 分 本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日を含む料金月の前料金月の
割引の適用を廃止 末日までの基本使用料について、本割
したとき。 引の適用の対象とします。

２ 包括回線グルー その契約解除日の前日までの基本使用
プを構成する全て 料について、本割引の適用の対象とし
の契約者回線に係 ます。
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るａｕ契約の解除
があったとき。

カ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（１０） 契約者を単位と ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ（以下この欄において
する基本使用料割 「本割引」といいます。）とは、割引選択回線群（本割引を選択
引Ⅲの適用（シン する契約者回線又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に
グル大口回線割引 定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ（以下この欄にお
） いて「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線によ

り構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとし
ます。）を構成する契約者回線に関する基本使用料について、次
表に規定する額の割引を行うことをいいます。

１契約ごとに

その料金月の割引選択回線 割引額
群を構成する契約者回線及
び他網契約者回線の数

３０以上 ９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．０２
を乗じて得た額

１００以上 ２９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．０６
を乗じて得た額

３００以上 ９９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．１０
を乗じて得た額

１０００以上４９９９以下の場合 その料金月の基本使用料に０．１４
を乗じて得た額

５０００以上の場合 その料金月の基本使用料に０．２０
を乗じて得た額

イ 本割引は、ａｕサービス（第３種ａｕパケットに限ります。）
の契約者回線に限り、選択することができます。
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債
務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して
、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに
該当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に
係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
れがあるとき。

（イ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な
関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す
る者を除きます。）の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。

（ウ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係
る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約
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者回線及び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき
。

（エ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した
日を含む料金月からとします。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契
約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 第３種ａｕパケット以外の種類への変更があったとき。
（カ） その他オに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
ク キの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、１欄の規定によるものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲
割引の適用を廃止 渡又は契約者の地位の承継により本割
したとき。 引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま
す。）を含む料金月の前料金月の末日ま
での基本使用料について、本割引の適
用の対象とします。

２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変
利用の一時休止、 更日の前日までの基本使用料について
ａｕ契約の解除又 、本割引の適用の対象とします。
は第３種ａｕパケ
ット以外の種類へ
の変更があったと
き。

ケ クの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回
線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した
後、本割引、（６）、（７）若しくは（８）又は第２（通話料）１（
適用）の（１６）若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その
申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本
割引の適用の対象とします。
コ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。
サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群
を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が
定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引
選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割
引の適用を廃止することがあります。
シ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、
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当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金
等の請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限り
ます。）又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知で
きないことがあります。
ス 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合
において、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契
約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引
の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知
することに承諾していただきます。

（１１） 海外ローミング ア 当社は、海外ローミング機能について、２（料金額）に規定
機能に係るオプシ する国又は地域（その移動無線装置が接続されている外国事業
ョン機能使用料の 者の無線基地局設備の所在する場所をいい、以下「海外利用地
適用 域」といいます。）ごとに、利用形態に応じて次の区分によりオ

プション機能使用料を適用します。
（ア） （イ）以外のもの

区 分 適用する利用形態

国内通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより発信し
たものであって、国際通話利用以外のもの

国際通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより当社が
別に定める番号を付加して発信したもの

着信通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより着信し
たもの

（イ） パケット通信に係るもの

区 分 適用する利用形態

国際ＥＺｗｅ 外国事業者の電気通信サービスによりＥＺｗ
ｂ利用 ｅｂ機能（タイプⅣに限ります。）を利用した

もの

備考 当社は、この利用形態における課金対象パケットの総
情報量について、 １２８バイトまでごとに１の課金対象パ
ケットとし、２（料金額）に規定する料金額を適用しま
す。

イ 当社が別に定める番号をダイヤルして外国事業者の電気通信
サービスを利用した場合については、２（料金額）の規定にか
かわらず、次表に規定する料金額を適用します。

１の利用につき利用時間１分までごとに

海外利用地域 料 金 額

大韓民国 ５００円
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ニュージーランド ６００円

（１２） オプション機能 高速パケット通信機能と留守番伝言機能（第８種コース以外のコ
使用料の減額適用 ース種別に係るものに限ります。）又はＥＺｗｅｂ機能（第８種コ

ースに係るものに限ります。）を同時に利用している場合は、２（
料金額）に規定するオプション機能使用料の合計額から下表の料
金額を減額して適用します。

１契約ごとに月額

区 分 控除額

ア イ以外の場合 ３００円

イ 第８種コース タイプⅣ以外のもの ２００円
の場合

タイプⅣのもの ３００円

（１３） ａｕ．ＮＥＴ機 ａｕ．ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料については、その
能に係るオプショ 契約者回線とａｕ．ＮＥＴ機能に係る電気通信設備との間でパケ
ン機能使用料の適 ット通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含みま
用 す。）を行った料金月において適用します。この場合において、当

社は、通則第５項の規定にかかわらず、そのオプション機能使用
料の日割りを行いません。
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２ 料金額

２－１ 基本使用料

２－１－１ ２－１－２以外のもの

（１） 一般ａｕ契約に係るもの

① ②以外のもの
１電話番号ごとに月額

料金額
区 分

税抜額（税込額）

標準プラン ４，６００円（ ４，８３０円）

ちょっとコール ３，５００円（ ３，６７５円）

コミコミコールスーパー １３，５００円（１４，１７５円）

コミコミコールジャンボ ８，８００円（ ９，２４０円）

コミコミコールＬ ５，８００円（ ６，０９０円）

コミコミコールＳ ３，９００円（ ４，０９５円）

デイタイムプランＫＯ ４，０００円（ ４，２００円）

コミコミＯｎｅビジネス １２，５００円（ １３，１２５円）

コミコミＯｎｅスタンダード ７，５００円（ ７，８７５円）

コミコミＯｎｅエコノミー ３，９８０円（ ４，１７９円）

コミコミＯｎｅライト ３，４８０円（ ３，６５４円）

コミコミＯｎｅオフタイム ４，９００円（ ５，１４５円）

デイタイムプランＥＮ ４，０００円（ ４，２００円）

コミコミデイタイム ９，５００円（ ９，９７５円）

② 第３種ａｕデュアルに係るもの
１電話番号ごとに月額

料金額
区 分

税抜額（税込額）

プランＬ １０，０００円（１０，５００円）
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プランＭ ６，９００円（ ７，２４５円）

プランＳ ４，９００円（ ５，１４５円）

プランＳＳ ３，９００円（ ４，０９５円）

（２） 第１種定期ａｕ契約に係るもの

① ②以外のもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額

税 抜 額
（税 込 額）

区 分
利用月数が 利用月数が 利用月数が 利用月数が
１２か月以内 １２か月を超 ２４か月を超 ３６か月を超
のもの え２４か月以 え３６か月以 えるもの

内のもの 内のもの

標準プラン ４，１００円 ３，６００円 ３，４００円 ３，２００円
（ ４，３０５円） （ ３，７８０円） （ ３，５７０円） （ ３，３６０円）

ちょっとコール ３，０００円 ２，６００円 ２，４００円 ２，３００円
（ ３，１５０円） （ ２，７３０円） （ ２，５２０円） （ ２，４１５円）

コミコミコールスーパー １３，０００円 １１，５００円 １０，９００円 １０，３００円
（１３，６５０円） （１２，０７５円） （１１，４４５円） （１０，８１５円）

コミコミコールジャンボ ８，３００円 ７，４００円 ７，０００円 ６，６００円
（ ８，７１５円） （ ７，７７０円） （ ７，３５０円） （ ６，９３０円）

コミコミコールＬ ５，３００円 ４，７００円 ４，４００円 ４，１００円
（ ５，５６５円） （ ４，９３５円） （ ４，６２０円） （ ４，３０５円）

コミコミコールＳ ３，４００円 ３，０００円 ２，８００円 ２，７００円
（ ３，５７０円） （ ３，１５０円） （ ２，９４０円） （ ２，８３５円）

デイタイムプランＫＯ ３，５００円 ３，０００円 ２，８００円 ２，６００円
（ ３，６７５円） （ ３，１５０円） （ ２，９４０円） （ ２，７３０円）

コミコミＯｎｅビジネス １２，０００円 １０，５００円 ９，９００円 ９，３００円
（１２，６００円） （１１，０２５円） （１０，３９５円） （ ９，７６５円）

コミコミＯｎｅスタンダード ７，０００円 ６，１００円 ５，７００円 ５，３００円
（ ７，３５０円） （ ６，４０５円） （ ５，９８５円） （ ５，５６５円）

コミコミＯｎｅエコノミー ３，４８０円 ３，０８０円 ２，８８０円 ２，７８０円
（ ３，６５４円） （ ３，２３４円） （ ３，０２４円） （ ２，９１９円）
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コミコミＯｎｅライト ２，９８０円 ２，５８０円 ２，３８０円 ２，２８０円
（ ３，１２９円） （ ２，７０９円） （ ２，４９９円） （ ２，３９４円）

コミコミＯｎｅオフタイム ４，４００円 ３，９００円 ３，７００円 ３，５００円
（ ４，６２０円） （ ４，０９５円） （ ３，８８５円） （ ３，６７５円）

デイタイムプランＥＮ ３，５００円 ３，０００円 ２，８００円 ２，６００円
（ ３，６７５円） （ ３，１５０円） （ ２，９４０円） （ ２，７３０円）

コミコミデイタイム ９，０００円 ８，１００円 ７，７００円 ７，３００円
（ ９，４５０円） （ ８，５０５円） （ ８，０８５円） （ ７，６６５円）

② 第３種ａｕデュアルに係るもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額

税 抜 額
（税 込 額）

区 分
利用月数が 利用月数が 利用月数が 利用月数が 利用月数が 利用月数が
１２か月以内 １２か月を超 ２４か月を超 ３６か月を超 ４８か月を超 ６０か月を超
のもの え２４か月以 え３６か月以 え４８か月以 え６０か月以 えるもの

内のもの 内のもの 内のもの 内のもの

プランＬ ８，５００円 ８，４００円 ８，３００円 ８，２００円 ８，１００円 ８，０００円
（ ８，９２５円） （ ８，８２０円） （ ８，７１５円） （ ８，６１０円） （ ８，５０５円） （ ８，４００円）

プランＭ ５，８６５円 ５，７９６円 ５，７２７円 ５，６５８円 ５，５８９円 ５，５２０円
（ ６，１５８円） （ ６，０８５円） （ ６，０１３円） （ ５，９４０円） （ ５，８６８円） （ ５，７９６円）

プランＳ ４，１６５円 ４，１１６円 ４，０６７円 ４，０１８円 ３，９６９円 ３，９２０円
（ ４，３７３円） （ ４，３２１円） （ ４，２７０円） （ ４，２１８円） （ ４，１６７円） （ ４，１１６円）

プランＳＳ ３，３１５円 ３，２７６円 ３，２３７円 ３，１９８円 ３，１５９円 ３，１２０円
（ ３，４８０円） （ ３，４３９円） （ ３，３９８円） （ ３，３５７円） （ ３，３１６円） （ ３，２７６円）

（３） 第２種定期ａｕ契約に係るもの

① ②以外のもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額

区 分 税抜額（税込額）

利用月数が３６か月以内の 利用月数が３６か月を超え
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もの るもの

標準プラン ３，４００円（ ３，５７０円） ３，２００円（ ３，３６０円）

ちょっとコール ２，４００円（ ２，５２０円） ２，３００円（ ２，４１５円）

コミコミコールスーパー １０，９００円（１１，４４５円） １０，３００円（１０，８１５円）

コミコミコールジャンボ ７，０００円（ ７，３５０円） ６，６００円（ ６，９３０円）

コミコミコールＬ ４，４００円（ ４，６２０円） ４，１００円（ ４，３０５円）

コミコミコールＳ ２，８００円（ ２，９４０円） ２，７００円（ ２，８３５円）

デイタイムプランＫＯ ２，８００円（ ２，９４０円） ２，６００円（ ２，７３０円）

コミコミＯｎｅビジネス ９，９００円（ １０，３９５円） ９，３００円（ ９，７６５円）

コミコミＯｎｅスタンダード ５，７００円（ ５，９８５円） ５，３００円（ ５，５６５円）

コミコミＯｎｅエコノミー ２，８８０円（ ３，０２４円） ２，７８０円（ ２，９１９円）

コミコミＯｎｅライト ２，３８０円（ ２，４９９円） ２，２８０円（ ２，３９４円）

コミコミＯｎｅオフタイム ３，７００円（ ３，８８５円） ３，５００円（ ３，６７５円）

デイタイムプランＥＮ ２，８００円（ ２，９４０円） ２，６００円（ ２，７３０円）

コミコミデイタイム ７，７００円（ ８，０８５円） ７，３００円（ ７，６６５円）

② 第３種ａｕデュアルに係るもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額

税 抜 額
（税 込 額）

区 分
利用月数が 利用月数が 利用月数が 利用月数が
３６か月以内 ３６か月を超 ４８か月を超 ６０か月を超
のもの え４８か月以 え６０か月以 えるもの

内のもの 内のもの

プランＬ ８，３００円 ８，２００円 ８，１００円 ８，０００円
（ ８，７１５円） （ ８，６１０円） （ ８，５０５円） （ ８，４００円）

プランＭ ５，７２７円 ５，６５８円 ５，５８９円 ５，５２０円
（ ６，０１３円） （ ５，９４０円） （ ５，８６８円） （ ５，７９６円）

プランＳ ４，０６７円 ４，０１８円 ３，９６９円 ３，９２０円
（ ４，２７０円） （ ４，２１８円） （ ４，１６７円） （ ４，１１６円）
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プランＳＳ ３，２３７円 ３，１９８円 ３，１５９円 ３，１２０円
（ ３，３９８円） （ ３，３５７円） （ ３，３１６円） （ ３，２７６円）

（４） 第３種定期ａｕ契約に係るもの

① ②以外のもの
１電話番号ごとに月額

料金額
区 分

税抜額（税込額）

標準プラン ３，２００円（ ３，３６０円）

ちょっとコール ２，３００円（ ２，４１５円）

コミコミコールスーパー １０，３００円（１０，８１５円）

コミコミコールジャンボ ６，６００円（ ６，９３０円）

コミコミコールＬ ４，１００円（ ４，３０５円）

コミコミコールＳ ２，７００円（ ２，８３５円）

デイタイムプランＫＯ ２，６００円（ ２，７３０円）

コミコミＯｎｅビジネス ９，３００円（ ９，７６５円）

コミコミＯｎｅスタンダード ５，３００円（ ５，５６５円）

コミコミＯｎｅエコノミー ２，７８０円（ ２，９１９円）

コミコミＯｎｅライト ２，２８０円（ ２，３９４円）

コミコミＯｎｅオフタイム ３，５００円（ ３，６７５円）

デイタイムプランＥＮ ２，６００円（ ２，７３０円）

コミコミデイタイム ７，３００円（ ７，６６５円）

② 第３種ａｕデュアルに係るもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額

税 抜 額
（税 込 額）

区 分
利用月数が４８か 利用月数が４８か 利用月数が６０か
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月以内のもの 月を超え６０か月 月を超えるもの
以内のもの

プランＬ ８，２００円 ８，１００円 ８，０００円
（ ８，６１０円） （ ８，５０５円） （ ８，４００円）

プランＭ ５，６５８円 ５，５８９円 ５，５２０円
（ ５，９４０円） （ ５，８６８円） （ ５，７９６円）

プランＳ ４，０１８円 ３，９６９円 ３，９２０円
（ ４，２１８円） （ ４，１６７円） （ ４，１１６円）

プランＳＳ ３，１９８円 ３，１５９円 ３，１２０円
（ ３，３５７円） （ ３，３１６円） （ ３，２７６円）
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２－１－２ ａｕパケットに係るもの

（１） 一般ａｕ契約に係るもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額
区 分

税抜額（税込額）

第１種ａｕパケット ９．６ｋｂｉｔ／ｓ ５００円（ ５２５円）

１４．４ｋｂｉｔ／ｓ ９００円（ ９４５円）

第２種ａｕパケット ９００円（ ９４５円）

第３種ａｕパケット １，５００円（１，５７５円）

（２） 第１種定期ａｕ契約に係るもの
１電話番号ごとに月額

料 金 額
区 分

税抜額（税込額）

第２種ａｕパケット ４４０円（ ４６２円）
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２－２ オプション機能使用料

２－２－１ ２－２－２以外のもの

（１） （２）以外のもの

① ②以外のもの
各単位ごとに月額

料金額
区 分 単 位

税抜額
（税込額）

留守番伝言機能（お留守番サービス） 基本額 ３００円
（１契約ごとに） （ ３１５円）

ＥＺｗｅｂ機能 タイプⅠのもの 加算額 １００円
（ＥＺｗｅｂ） （１契約ごとに） （ １０５円）

三者通話機能（三者通話サービス） １契約ごとに ２００円
（ ２１０円）

割込通話機能（割込通話サービス） １契約ごとに ２００円
（ ２１０円）

迷惑電話拒否機能（迷惑電話撃退サービス） １契約ごとに １００円
（ １０５円）

着信短縮ダイヤ １の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ ２８，０００円
ル機能（クイッ 行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに （２９，４００円）
クダイヤル） 信を許容する地域を当社が別に定

める地域のうち複数の地域内とす
る場合

１の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ ２２，０００円
行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに （２３，１００円）
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうちいずれか１の地域
内に限定する場合

高速パケット通信機能（高速パケットサービス） １契約ごとに ３００円
（ ３１５円）
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② 第８種コースのもの
各単位ごとに月額

料金額
区 分 単 位

税抜額
（税込額）

ＥＺｗｅｂ機能 タイプⅠ及びタイプⅣ以外のもの １契約ごとに ２００円
（ ２１０円）

（ＥＺｗｅｂ）
タイプⅣのもの １契約ごとに ３００円

（ ３１５円）

タイプⅠのもの １契約ごとに ４００円
（ ４２０円）

三者通話機能（三者通話サービス） １契約ごとに ２００円
（ ２１０円）

割込通話機能（割込通話サービス） １契約ごとに ２００円
（ ２１０円）

迷惑電話拒否機能（迷惑電話撃退サービス） １契約ごとに １００円
（ １０５円）

着信短縮ダイヤ １の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ ２８，０００円
ル機能（クイッ 行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに （２９，４００円）
クダイヤル） 信を許容する地域を当社が別に定

める地域のうち複数の地域内とす
る場合

１の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ ２２，０００円
行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに （２３，１００円）
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうちいずれか１の地域
内に限定する場合

高速パケット通信機能（高速パケットサービス） １契約ごとに ３００円
（ ３１５円）
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（２） 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットに係るもの
各単位ごとに月額

料金額
区 分 単 位

税抜額
（税込額）

ＥＺｗｅｂ機能（ＥＺｗｅｂ） １契約ごとに ３００円
（ ３１５円）

三者通話機能（三者通話サービス） １契約ごとに ２００円
（ ２１０円）

迷惑電話拒否機能（迷惑電話撃退サービス） １契約ごとに １００円
（ １０５円）

着信短縮ダイヤ １の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ ２８，０００円
ル機能（クイッ 行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに （２９，４００円）
クダイヤル） 信を許容する地域を当社が別に定

める地域のうち複数の地域内とす
る場合

１の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ ２２，０００円
行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに （２３，１００円）
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうちいずれか１の地域
内に限定する場合

ａｕ．ＮＥＴ機能 １契約ごとに ９００円
（ ９４５円）
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２－２－２ 海外ローミング機能

（１） （２）以外のもの

外国事業者の電気通信サービスに係る１の利用につき利用時間１分までごとに

海外利用地域 区 分 料金額

大韓民国 国内通話利用 ５０円

国際通話利用 日本着信 ２１０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ６０円

香港 国内通話利用 ７０円

国際通話利用 日本着信 ２６０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円

アメリカ合衆国 国内通話利用 １２０円
（ハワイを除きます。）

国際通話利用 日本着信 ２１０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ８０円

オーストラリア 国内通話利用 １２０円

国際通話利用 日本着信 ２６０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円

カナダ 国内通話利用 １２０円

国際通話利用 日本着信 ２３０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ６０円

ニュージーランド 国内通話利用 １２０円

国際通話利用 日本着信 ２６０円
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日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円

中華人民共和国 国内通話利用 ７０円
（香港を除きます。）

国際通話利用 日本着信 ２６０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円

グアム 国内通話利用 １２０円

国際通話利用 日本着信 ２３０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ６０円

サイパン 国内通話利用 １２０円

国際通話利用 日本着信 ２３０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ６０円

ハワイ 国内通話利用 １２０円

国際通話利用 日本着信 ２３０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ８０円

タイ王国 国内通話利用 ７０円

国際通話利用 日本着信 ２６０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円

台湾 国内通話利用 ７０円

国際通話利用 日本着信 ２６０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円
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インドネシア共和国 国内通話利用 ７０円

国際通話利用 日本着信 ３３０円

日本着信以外 ３３０円

着信通話利用 ５０円

（２） パケット通信に係るもの
１課金対象パケットごとに

海外利用地域 区 分 料金額

大韓民国 国際ＥＺｗｅｂ利用 １．５円
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第２ 通話料
１ 適用
通話料の適用については、第８０条（通話料及びパケット通信料の支払義務）の規定に
よるほか、次のとおりとします。

通 話 料 の 適 用

（１） 在圏区分及び通 ア 当社は、通話料を適用するため、在圏地域（その通話を行っ
話区分の適用 た契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する都道府

県をいいます。以下同じとします。）及び通話を次のとおり区分
します。
（ア） 在圏区分
① ②以外のもの

在圏区分 在圏地域の範囲

北海道地区 北海道

東北地区 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山
形県、福島県、新潟県

北陸地区 富山県、石川県、福井県

関東・中部地区 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、
茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長
野県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜
県

関西地区 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県

中国地区 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山
口県

四国地区 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州地区 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県

② 相互接続点からの通話に係るもの

在圏区分 在圏地域の範囲

北海道地区 北海道

東北地区 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山
形県、福島県、新潟県

北陸地区 富山県、石川県、福井県

関東地区 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、
茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
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中部地区 長野県、静岡県、愛知県、三重県、岐
阜県

関西地区 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県

中国地区 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山
口県

四国地区 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州地区 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県

（イ） 通話区分

通話区分 適用する通話

地 県内通話 その通話の相手側の電気通信設備に係
域 る通話地域間距離測定のための起算点
内 （以下「相手側起算点」といいます。）
・ が、その移動無線装置に係る在圏地域
地 と同一の都道府県内となる通話
域
隣 県間通話 その通話の相手側起算点が、その移動
接 無線装置に係る在圏区分と同一の在圏
県 区分に区分された都道府県内又はそれ
通 らに隣接する都道府県内となる通話で
話 あって、県内通話以外のもの

地域隣接県外通話 地域内・地域隣接県通話以外の通話

イ アに規定する区分は、移動無線装置が接続されている無線基
地局設備の所在する場所又は協定事業者の電気通信回線設備の
終端の所在する場所に基づき、当社が別に定めるところにより
適用します。
ウ アに規定する区分は、通話を開始した時点の区分を適用し、
その通話が終了するまで変更しません。
エ 当社が別に定める地域又は電気通信設備へ行った通話につい
ては、アの規定にかかわらず、当社が定める通話区分を適用し
ます。

（２） 昼間、夜間、深 ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。
夜・早朝及び土曜 ただし、土曜日・日曜日・祝日の時間帯区分があるものにつ
日・日曜日・祝日 いては、その部分を除いた時間帯をいいます。
の時間帯区分の適
用 時間帯区分 時間帯

昼 間 午前８時から午後７時までの間

夜 間 午後７時から午後１１時までの間
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深夜・早朝 午前０時から午前８時まで及び午後１１時か
ら午後１２時までの間

イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。

時間帯区分 時間帯

土曜日・日曜日 土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関
・祝日 する法律（昭和２３年法律第 １７８号）の規定

により休日とされた日並びに１月２日及び
１月３日をいいます。）における午前８時か
ら午後１１時までの間

（３） 通話料の減免 次の通話については、その料金の支払いを要しません。
ア 電気通信番号規則第１１条に規定する緊急通報に関する電気通
信番号を用いた通話
イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために
それぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気
通信設備であって、当社が指定したものへの通話
ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定
事業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社
が指定したものへの通話

（４） 削除 削除

（５） ローミングの通 ア ローミング（特定事業者の契約約款に規定するａｕサービス
話料の適用 （ａｕパケットを除きます。）の提供を受けているものに限りま

す。）の契約者回線（特定事業者の契約約款に規定する基本使用
料のうち別記３５に定める料金種別の適用を受けているものを除
きます。）から行った通話に関する料金（２－１ー１から２－１
－３に規定する料金に限ります。）については、その通話をａｕ
サービスの契約者回線（別記３４に定める基本使用料の料金種別
の適用を受けているものとします。）に係る通話とみなして適用
します。
イ 特定事業者の契約約款に規定する基本使用料のうち別記３５に
定める料金種別の適用を受けているローミングの契約者回線に
ついては、特定事業者の料金表に規定する各料金種別の料金額
と同額を適用します。

（６） 特定文字メッセ 文字メッセージ送信（契約者回線から数字及び記号その他任意の
ージ送信に係る通 文字によるメッセージ（電子メールとなるものを除きます。以下
話料の適用 「文字メッセージ」といいます。）を送信することをいいます。以

下同じとします。）のうち、文字メッセージ蓄積装置（文字メッセ
ージを蓄積するために当社又は特定事業者が設置する電気通信設
備をいいます。以下同じとします。）へ当社が別に定める番号によ
り行った文字メッセージ送信（以下「特定文字メッセージ送信」
といいます。）に限り、２－１－５（特定文字メッセージ送信に係
るもの）又は２－２－３（Ｃメール機能に係るもの）に規定する
料金額を適用します。
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（７） 特定データ通信 ア データ通信（当社が別に定める方法によりａｕサービス又は
Ⅰに係る通話料の ローミング（特定事業者の契約約款に規定するａｕサービスの
適用（モバイルレ 提供を受けているものに限ります。以下この欄において同じと
ート、Ｄレート） します。）の契約者回線から行った通話以外の通信（パケット通

信を除きます。）をいいます。以下この欄及び（７）の２において
同じとします。）のうち、（７）の２の適用を受けているデータ通
信以外のデータ通信であって、イの規定に該当するもの（以下
「特定データ通信Ⅰ」といいます。）に限り、２ー１－１（通常
通話に係るもの）の規定に代えて、次に規定する料金額を適用
します。
（ア） （イ）以外の場合
① ②以外のもの

区 分 料 金 額

通話料 １分までごとに税抜額１２円（税込額１２．６円）

② 基本使用料の料金種別がちょっとコール、コミコミコー
ルＳ、コミコミＯｎｅエコノミー、コミコミＯｎｅオフタ
イム又はコミコミＯｎｅライトのもの

区 分 料 金 額

通話料 １分までごとに税抜額１８円（税込額１８．９円）

（イ） ａｕサービス（第８種コースに係るものに限ります。）の
契約者回線から行った場合

区 分 料 金 額

通 話 料 １分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

イ アに規定する料金額を適用するデータ通信は、次に定めるも
のとします。
（ア） ａｕサービス（第８種コース以外のコース種別に係るも
のに限ります。）又はローミングの契約者回線（第３種ａｕ
デュアルに係るものを除きます。）からのデータ通信のうち
、次のデータ通信（その発信に係る移動無線装置が別記２
に定める関東地区及び中部地区に在圏する場合のデータ通
信を除きます。）に適用します。
① 契約者回線又は特定事業者が提供するａｕ通信サービス
の他網契約者回線へのデータ通信
② 加入電話事業者が提供する加入電話サービスの他網契約
者回線へのデータ通信
③ ＩＰ電話事業者が提供するＩＰ電話サービスの他網契約
者回線へのデータ通信

（イ） ａｕサービス（第８種コースに係るものに限ります。）の
契約者回線（第３種ａｕデュアルに係るものを除きます。）
からのデータ通信（当社が別に定める短桁の番号をダイヤ
ルして行ったものを除きます。）のうち、次のデータ通信（
その発信に係る移動無線装置が別記２に定める関東地区及
び中部地区に在圏する場合のデータ通信に限ります。）に適
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用します。
① 契約者回線又は携帯電話事業者が提供する携帯電話サー
ビス（２－１－２に規定する船舶電話サービスを除きます
。）の他網契約者回線へのデータ通信
② 加入電話事業者が提供する加入電話サービスの他網契約
者回線へのデータ通信
③ ＩＰ電話事業者が提供するＩＰ電話サービスの他網契約
者回線へのデータ通信

（７）の２ 特定データ 当社が提供するインターネット接続サービス（ＩＰ電話サービス
通信Ⅱに係る通話 に係るものを除きます。）又はデータ送受信サービスの電気通信回
料の適用（スーパ 線へのデータ通信（当社が別に定める方法により行なうものに限
ーモバイルレート ります。）及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
） に係る事業者識別番号（００３５に限ります。）を使用して行ったデー

タ通信（以下「特定データ通信Ⅱ」といいます。）について、２－
１－１（通常通話に係るもの）の規定に代えて、次に規定する料
金額を適用します。
（ア） （イ）以外の場合
① ②以外のもの

区 分 料 金 額

通 話 料 １分までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

② 基本使用料の料金種別がちょっとコール、コミコミコー
ルＳ、コミコミＯｎｅエコノミー、コミコミＯｎｅオフタ
イム又はコミコミＯｎｅライトのもの

区 分 料 金 額

通 話 料 １分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

（イ） 第３種ａｕデュアルのもの

区 分 料 金 額

通 話 料 ２－１－１に規定する各料金種別の料金額と同
額

（８） 削除 削除

（９） 基本使用料の料 ア 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別（以下「特定料
金種別による通話 金種別」といいます。）を選択しているａｕ契約者は、その契約
料の減額適用 者回線からの通話（その通話の料金を着信者に課金する取扱い

を受けた通話及びプリペイド通話を除きます。以下この欄にお
いて同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するロー
ミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとしま
す。）の月間累計額（（１１）、（１２）、（１３）又は（１７）の適用による場
合は、適用した後の額とします。）のうち、同表の右欄に規定す
る料金額の支払いを要しません。
（ア） （イ）又は（ウ）以外のもの
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１契約ごとに月額

支払いを要しない額
基本使用料の料金種別

税 抜 額
（税 込 額）

コミコミコールスーパー ０円から ９，０００円までの部分
（０円から ９，４５０円までの部分）

コミコミコールジャンボ ０円から ４，０００円までの部分
（０円から ４，２００円までの部分）

コミコミコールＬ ０円から ３，０００円までの部分
（０円から ３，１５０円までの部分）

コミコミコールＳ ０円から １，４００円までの部分
（０円から １，４７０円までの部分）

コミコミＯｎｅビジネス ０円から ８，４００円までの部分
（０円から ８，８２０円までの部分）

コミコミＯｎｅスタンダ ０円から ４，５００円までの部分
ード （０円から ４，７２５円までの部分）

コミコミＯｎｅエコノミー ０円から ２，０００円までの部分
（０円から ２，１００円までの部分）

コミコミＯｎｅライト ０円から ６００円までの部分
（０円から ６３０円までの部分）

コミコミＯｎｅオフタイム ０円から １，７００円までの部分
（０円から １，７８５円までの部分）

コミコミデイタイム ０円から ５，２００円までの部分
（０円から ５，４６０円までの部分）

プランＬ ０円から ６，６００円までの部分
（０円から ６，９３０円までの部分）

プランＭ ０円から ４，２００円までの部分
（０円から ４，４１０円までの部分）

プランＳ ０円から ２，１００円までの部分
（０円から ２，２０５円までの部分）

プランＳＳ ０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）

（イ） 学生用の基本使用料の適用を受けているもの
１契約ごとに月額
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支払いを要しない額
基本使用料の料金種別

税 抜 額
（税 込 額）

コミコミコールスーパー ０円から ４，５００円までの部分
（０円から ４，７２５円までの部分）

コミコミコールジャンボ ０円から ２，０００円までの部分
（０円から ２，１００円までの部分）

コミコミコールＬ ０円から １，５００円までの部分
（０円から １，５７５円までの部分）

コミコミコールＳ ０円から ７００円までの部分
（０円から ７３５円までの部分）

コミコミＯｎｅビジネス ０円から ４，２００円までの部分
（０円から ４，４１０円までの部分）

コミコミＯｎｅスタンダ ０円から ２，２５０円までの部分
ード （０円から ２，３６２円までの部分）

コミコミＯｎｅエコノミー ０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）

コミコミＯｎｅライト ０円から ３００円までの部分
（０円から ３１５円までの部分）

コミコミＯｎｅオフタイム ０円から ８５０円までの部分
（０円から ８９２円までの部分）

コミコミデイタイム ０円から ２，６００円までの部分
（０円から ２，７３０円までの部分）

（ウ） 障害者用の基本使用料の適用を受けているもの
１契約ごとに月額

支払いを要しない額
基本使用料の料金種別

税 抜 額
（税 込 額）

コミコミコールスーパー ０円から ４，５００円までの部分
（０円から ４，７２５円までの部分）

コミコミコールジャンボ ０円から ２，０００円までの部分
（０円から ２，１００円までの部分）

コミコミコールＬ ０円から １，５００円までの部分
（０円から １，５７５円までの部分）
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コミコミコールＳ ０円から ７００円までの部分
（０円から ７３５円までの部分）

コミコミＯｎｅビジネス ０円から ４，２００円までの部分
（０円から ４，４１０円までの部分）

コミコミＯｎｅスタンダ ０円から ２，２５０円までの部分
ード （０円から ２，３６２円までの部分）

コミコミＯｎｅエコノミー ０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）

コミコミＯｎｅライト ０円から ３００円までの部分
（０円から ３１５円までの部分）

コミコミＯｎｅオフタイム ０円から ８５０円までの部分
（０円から ８９２円までの部分）

コミコミデイタイム ０円から ２，６００円までの部分
（０円から ２，７３０円までの部分）

プランＬ ０円から ３，３００円までの部分
（０円から ３，４６５円までの部分）

プランＭ ０円から ２，１００円までの部分
（０円から ２，２０５円までの部分）

プランＳ ０円から １，０５０円までの部分
（０円から １，１０２円までの部分）

プランＳＳ ０円から ５００円までの部分
（０円から ５２５円までの部分）

イ ２（料金額）の規定にかかわらず、特定料金種別（コミコミ
コールスーパー、コミコミコールジャンボ、コミコミコールＬ
、コミコミコールＳ及びコミコミＯｎｅオフタイムに限ります
。）の適用を受けている契約者回線から行った通話について、そ
の通話時間が１０秒以下の通話の料金については、税抜額１０円（
税込額１０．５円）とします。
ただし、特定文字メッセージ送信、特定データ通信Ⅰ（第８
種コースに係るもの又は基本使用料の料金種別がコミコミＯｎ
ｅオフタイムに係るものに限ります。）及び昼間以外の時間帯区
分を適用する通話（コミコミＯｎｅオフタイムに係るものに限
ります。）については、この限りでありません。
ウ 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別及び
区別ごとに、料金月単位で行います。
エ 当社は、基本使用料の料金種別及び区別ごとに、その料金月
における基本使用料の支払いを要する日数が１の料金月の日数
に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて、アに規
定する支払いを要しない料金額の上限額（以下「控除可能額」
といいます。）を日割りします。
オ エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合
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は、その端数を切り上げます。
カ 当社は、特定料金種別の適用を受けているａｕデュアルの契
約者回線について、基本使用料の料金種別及び区別ごとに、ア
からオの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以
下「通話料控除額」といいます。）が控除可能額に満たない場合
は、第３（パケット通信料）１（適用）（３）に規定する取扱い
を行います。

（１０） 複数回線複合割 第１（基本使用料等）１（適用）（６）の適用を受けている割引選
引の通話料の取扱 択回線群を構成する契約者回線（学生用又は障害者用の基本使用
い（家族割） 料の適用を受けているものを除きます。以下この欄において同じ

とします。）からの通話（その通話の料金を着信者に課金する取扱
いを受けた通話及びプリペイド通話を除きます。以下この欄にお
いて同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミ
ングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。）
の月間累計額（（９）、（１１）、（１３）又は（１７）の適用による場合は、
適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）に
ついて、次表に規定する額を控除します。

控除額

１の契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額に、充
当比率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。）。この場合において、充当比率は、
その割引選択回線群を構成する契約者回線に係る充当可能額
（控除可能額から（９）の適用により支払いを要しないことと
された額を減じて得た額をいいます。以下同じとします。）の
合計額（その割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場
合は、特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める複数
回線複合割引の通話料の取扱い（以下この欄において「特定
割引」といいます。）の規定に基づく他網契約者回線に係る充
当可能額を加算した額とします。）を、その割引選択回線群を
構成する契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額の
合計額（その割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場
合は、特定割引の規定に基づく他網契約者回線に係る月間累
計額を加算した額とします。）で除して得た値（１を超える場
合は、１とします。）とします。

（１１） 割引選択回線群 ア 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引（以
を構成する契約者 下この欄において「本割引」といいます。）とは、第１（基本使
相互間の通話料の 用料等）１（適用）（６）の適用を受けている契約者回線（学生
割引の適用（家族 用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているものを除きま
割） す。）からその割引を受けるために契約者が選択した割引選択回

線群を構成する他の契約者回線及び他網契約者回線への通話（
特定文字メッセージ送信、特定データ通信、プリペイド通話及
び（８）の適用を受けた通話を除きます。以下この欄において同
じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミング
に係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。）の
月額累計額に０．３０を乗じて得た額の割引を行うことをいいます
。
ただし、（１３）の適用を併せて受ける通話については、この規
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定にかかわらず、（１３）に定めるところによります。
イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料
等）１（適用）（６）に規定する複数回線複合割引の適用の開始
及び廃止の場合に準じて取り扱います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（１２） 学生又は障害者 ア 学生又は障害者であることを条件とする通話料の月極割引（
であることを条件 以下この欄において「本割引」といいます。）とは、学生用又は
とする通話料の月 障害者用の基本使用料の適用を受けている契約者回線からの通
極割引の適用（ガ 話（その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、
ク割、スマイルハ 特定データ通信Ⅰ、特定データ通信Ⅱ（第３種ａｕデュアルの
ート割引） ものを除きます。）、ＥＺｗｅｂ機能を利用して行った通話及び

プリペイド通話を除きます。以下この欄において同じとします
。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金
を含み、電話番号案内料を除きます。以下この欄において同じ
とします。）の月間累計額について、次表に規定する額の割引を
行うことをいいます。

１契約ごとに

区 分 割引額

１ 契約者回線又は加入電話サー 左欄の通話に関する料金
ビス、ＩＰ電話サービス若しく の月間累計額に０．５０を乗
は特定事業者が提供するａｕ通 じて得た額
信サービスに係る他網契約者回
線への通話（当社が別に定める
ものに限ります。）

２ １以外の通話 左欄の通話に関する料金
の月間累計額に０．２０を乗
じて得た額

イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料
等）１（適用）（４）に規定する学生用又は障害者用の基本使用
料の適用の開始及び廃止の場合に準じて取り扱います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（１３） 特定電話番号へ ア 特定電話番号への通話料の月極割引（以下この欄において「
の通話料の月極割 本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支払った
引の適用（指定割 場合に、特定電話番号（契約者があらかじめ指定したａｕサー
） ビス若しくはプリペイド電話又は特定事業者、加入電話事業者

若しくはＩＰ電話事業者が提供する電気通信サービスの電話番
号（当社が別に定めるものに限ります。）をいいます。以下この
欄において同じとします。）に係る契約者回線等への通話（特定
文字メッセージ送信、特定データ通信Ⅰ及びプリペイド通話を
除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（
特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下
この欄において同じとします。）の月間累計額について、同表に
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規定する額の割引を行うことをいいます。
ただし、同表の１欄に規定する割引額については、（１１）の適
用による割引額と合わせた額とします。

１契約ごとに月額

定額料 割 引 額

税抜額 ３００円 １ （１１）の適 特定電話番号に係る契約者
（税込額 ３１５円） 用を併せて 回線等への通話（左欄の通

受ける通話 話に限ります。）に関する料
金の月間累計額に０．６０を乗
じて得た額

２ １以外の 特定電話番号に係る契約者
通話 回線等への通話（左欄の通

話に限ります。）に関する料
金の月間累計額に０．５０を乗
じて得た額

イ 特定電話番号の数は、１の契約について３以内とします。
ウ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約
者回線（学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けている
ものを除きます。）に限り、選択することができます。
エ 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金の月
間累計は、料金月単位で行います。
オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日（契約者回線の
提供を開始するときは、その提供開始日とします。）を含む料金
月の翌料金月以降の通話に関する料金について、本割引の適用
の対象とします。
カ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契
約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
キ カの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱い
については、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当
する場合が生じたときは、２欄又は３欄の規定によるものとし
ます。

区 分 本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの
より本割引の適用 特定電話番号に係る契約者回線等への
を廃止したとき。 通話に関する料金について、本割引の

適用の対象とします。

２ ａｕサービスの その一時休止日、契約解除日又は種類
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利用の一時休止、 の変更日までの特定電話番号に係る契
ａｕ契約の解除又 約者回線等への通話に関する料金につ
はａｕパケットへ いて、本割引の適用の対象とします。
の種類の変更があ
ったとき。

３ ａｕサービス利 その譲渡承諾日又は地位の承継の届出
用権の譲渡又は契 日を含む料金月の前料金月の末日まで
約者の地位の承継 の特定電話番号に係る契約者回線等へ
があったとき。 の通話に関する料金について、本割引

の適用の対象とします。

ク 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した
場合には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線等への通話
に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日
を含む料金月の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者
回線等への通話に関する料金については、その変更の申出を当
社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降、本割引の適用の
対象とします。
ケ 本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は１
の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定す
る定額料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全
ての日にわたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（そ
の契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生
じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま
す。）が生じたときは、この限りでありません。
コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
ているときは、その料金を返還します。
サ 定額料については、日割りは行いません。
シ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（１４） 削除 削除

（１５） 削除 削除

（１６） 契約者を単位と ア 契約者を単位とする通話料の月極割引（以下この欄において
する通話料の月極 「本割引」といいます。）とは、（ア）に規定する定額料を支払っ
割引の適用（コー た場合に、割引選択回線群（本割引を選択する契約者回線又は
ルワイド） 特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める契約者を単位

とする通話料の月極割引（以下この欄において「特定割引」と
いいます。）を選択する他網契約者回線により構成される回線群
をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成する契
約者回線（（１３）の適用を受けている契約者回線を除きます。以
下（イ）において同じとします。）からの通話（その通話の料金を
着信者に課金する取扱いを受けた通話及びプリペイド通話を除
きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（特
定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下こ
の欄において同じとします。）の月間累計額（（９）又は（１８）の適
用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄におい
て同じとします。）について、（イ）に規定する割引率を乗じて得
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た額の割引を行うことをいいます。
（ア） 定額料

１割引選択回線群ごとに月額

料 金 額

税抜額 ３，０００円 （税込額 ３，１５０円）

（イ） 割引率

その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線か 割引率
らの通話に関する料金の月間累計額の合計額（その
割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合は
、特定割引の規定に基づく他網契約者回線に係る月
額累計額を加算した額とします。）

２０万円未満の場合 １５％

２０万円以上１００万円未満の場合 ２０％

１００万円以上５００万円未満の場合 ２５％

５００万円以上の場合 ２８％

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約
者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することが
できます。
（ア） 学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているも
の

（イ） 第１（基本使用料等）１（適用）（６）の適用を受けてい
るもの

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債
務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して
当社に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成
する申出であるときは、１の割引選択回線群について１の割引
選択代表回線（本割引又は特定割引の規定により定額料の支払
いを要する１の契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以
下この欄において同じとします。）を指定して、当社に申し出て
いただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場
合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に
係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
れがあるとき。

（イ） その申出のあった契約者回線が、（２２）又は第１（基本使
用料等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契
約者回線と割引選択回線群を構成する他の契約者回線及び
他網契約者回線が、特定加入電話からの通話に係る通話料
の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける
同一の割引選択回線群に属さないとき。
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（ウ） その申出のあった契約者回線が、（２２）を選択する場合で
あって、その契約者回線が指定した割引選択代表回線が、
特定加入電話からの通話に係る通話料の割引における割引
選択代表回線と同一でないとき。

（エ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な
関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す
る者を除きます。）の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。

（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係
る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約
者回線及び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき
（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。）。

（カ） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回
線によりその割引選択回線群が構成される場合は、その割
引選択回線群を構成することとなる全ての契約者回線及び
他網契約者回線と、その２年割グループ又は３年割グルー
プを構成する全ての契約者回線及び他網契約者回線が同一
でないとき。

（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ 本割引の適用を開始する場合は、エに規定する申出を当社が
承諾した日を含む料金月以降の通話に関する料金について、本
割引の適用の対象とします。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契
約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
ケ クの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択
代表回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割
引選択代表回線を指定していただきます。
コ クの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱い
については、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、１欄の規定によるものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲
割引の適用を廃止 渡又は契約者の地位の承継により本割
したとき。 引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま
す。）を含む料金月の前料金月の末日ま
での通話に関する料金について、本割
引の適用の対象とします。

２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変
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利用の一時休止、 更日までの通話に関する料金について
ａｕ契約の解除又 、本割引の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。

サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回
線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した
後、本割引若しくは（２２）又は第１（基本使用料等）の（６）、（
７）、（８）若しくは（１０）の適用の申込みをしたときは、その申
込日を含む料金月の前料金月までの通話に関する料金について
、本割引の適用の対象とします。
シ 割引選択代表回線が他網契約者回線である場合は、アの規定
にかかわらず、定額料の支払いを要しません。
ス 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の
有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用
であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線に
ついて、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全て
の日にわたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その
契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ
、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます
。）が生じたときは、この限りでありません。
セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
ているときは、その料金を返還します。
ソ 定額料については、日割りは行いません。
タ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。
チ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群
を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が
定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引
選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割
引の適用を廃止することがあります。
ツ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、
当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金
等の請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限り
ます。）又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知で
きないことがあります。
テ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合
において、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契
約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引
の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知
することに承諾していただきます。

（１７） 自宅加入電話へ ア 自宅加入電話への通話料の月極割引（以下この欄において「
の通話料の月極割 本割引」といいます。）とは、自宅加入電話番号（ａｕ契約者の
引の適用（ａｕ→ 住所又は居所において利用される加入電話サービス又はＩＰ電
自宅割） 話サービスの電話番号であって、その料金月の当社が別に定め

る日において、当社に登録されているものをいいます。以下こ
の欄において同じとします。）に係る他網契約者回線について、
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前料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合に、そ
の自宅加入電話番号に係る他網契約者回線への通話（（１２）、（１
３）及び（１６）の適用を受けている通話、特定データ通信Ⅰ並びに
プリペイド通話を除きます。以下この欄において同じとします
。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金
を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額
に０．５０を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。
（ア） 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の
電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契
約約款に定める優先接続の取扱いにおける電話会社固定の
区分により、次の各号のいずれかの通話等区分で当社の事
業者識別番号が指定されているとき（当社を介してその指
定を行う旨の申込みが行われているときを含みます。）。
① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国際通話
② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話
③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話
④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信
⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信
⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信
（イ） 当社のインターネット接続サービス契約約款に定めるＡ
ＤＳＬ接続サービス（タイプⅠ（共用型のものに限ります
。）又はタイプⅡ（共用型のものに限ります。）のものに限り
ます。）に係る他社接続回線としての提供が行われていると
き。

（ウ） 当社が提供するＩＰ電話サービス（当社のインターネッ
ト接続サービス契約約款に定めるＡＤＳＬ接続サービス（
タイプⅡのものに限ります。）、ＩＰ電話サービスⅠ若しく
はＩＰ電話サービスⅡ、当社の総合オープン通信網サービ
ス契約約款に定める音声通信サービスⅢ（当社が付与した
電気通信番号を利用するものに限ります。）又は当社のＦＴ
ＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービスに限
ります。）に係る他網契約者回線（当社が別に定めるものを
除きます。）であるとき。

イ 自宅加入電話番号に係る加入電話事業者の他網契約者回線へ
の通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（１８） 通話料の長期利 ア 通話料の長期利用割引（以下この欄において「本割引」とい
用割引の適用（長 います。）とは、ａｕサービスの利用月数に応じて、その契約者
期割引サービス） 回線からの通話（その通話の料金を着信者に課金する取扱いを

受けた通話及びプリペイド通話を除きます。以下この欄におい
て同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミ
ングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします
。）の月間累計額（（９）、（１０）、（１１）、（１３）又は（１７）の適用によ
る場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じ
とします。）について、次表に規定する額の割引を行うことをい
います。
この場合において、ａｕサービスの利用月数は、第１（基本
使用料等）１（適用）（５）に規定する利用月数と同様の方法で
計算した月数とします。

１契約ごとに
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利用月数 割引額

１２か月を超え３６か月以内の 通話に関する料金の月間累計額
場合 に０．０５を乗じて得た額

３６か月を超え６０か月以内の 通話に関する料金の月間累計額
場合 に０．０７を乗じて得た額

６０か月を超える場合 通話に関する料金の月間累計額
に０．１２を乗じて得た額

イ 本割引は、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル及びａｕパケ
ットを除きます。）の契約者回線であって、次に該当しないもの
に限り、適用します。
（ア） 定期ａｕ契約に係るもの
（イ） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅビジネス、コミ
コミＯｎｅスタンダード、コミコミＯｎｅエコノミー、コ
ミコミＯｎｅライト、コミコミＯｎｅオフタイム、デイタ
イムプランＥＮ又はコミコミデイタイムに係るもの

ウ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（１９） 通話料の月間累 ア 通話料の月間累計額に応じた通話料の月極割引（以下この欄
計額に応じた通話 において「本割引」といいます。）とは、その契約者回線からの
料の月極割引の適 通話（その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話
用（話すほど割引 及びプリペイド通話を除きます。以下この欄において同じとし
） ます。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る

料金を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累
計額（（９）、（１０）、（１１）又は（１７）の適用による場合は、適用し
た後の額とします。以下この欄において同じとします。）につい
て、次表に規定する額の割引を行うことをいいます。

１契約ごとに

区 分 割 引 額

その料金月の通話に １０，０００円以上 通話に関する料金の
関する料金の月間累 ２０，０００円未満 月間累計額に０．０５を
計額 のとき 乗じて得た額

２０，０００円以上 通話に関する料金の
５０，０００円未満 月間累計額に０．１０を
のとき 乗じて得た額

５０，０００円以上 通話に関する料金の
１００，０００円未満 月間累計額に０．１５を
のとき 乗じて得た額

１００，０００円以上 通話に関する料金の
のとき 月間累計額に０．２０を

乗じて得た額
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イ 本割引は、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル及びａｕパケ
ットを除きます。）の契約者回線であって、次に該当しないもの
に限り、適用します。
（ア） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅビジネス、コミ
コミＯｎｅスタンダード、コミコミＯｎｅエコノミー、コ
ミコミＯｎｅライト、コミコミＯｎｅオフタイム、デイタ
イムプランＥＮ、デイタイムプランＫＯ又はコミコミデイ
タイムに係るもの

（イ） 学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているも
の

（ウ） （１３）又は（１６）の適用を受けているもの
ウ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り上げます。

（２０） 削除 削除

（２１） 削除 削除

（２２） 特定加入電話か ア 特定加入電話からの通話に係る通話料の割引（以下この欄に
らの通話に係る通 おいて「本割引」といいます。）とは、（ア）に規定する定額料を
話料の割引の適用 支払った場合に、特定加入電話サービス（当社が別に定める加
（ａｕ着信ビジネ 入電話サービスをいいます。以下この欄において同じとします
スレート） 。）に係る他網契約者回線から割引選択回線群（本割引を選択す

る契約者回線又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定
める特定加入電話からの通話に係る通話料の割引（以下この欄
において「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線
により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じ
とします。）を構成する契約者回線への通話（この約款において
当社がその料金を定めている通話に限ります。）について、２－
３－１の（１）及び２－３－３の規定に代えて、（イ）に規定する
料金額を適用することをいいます。
ただし、（イ）に定めのない時間帯区分に係る通話の料金額に
ついては、２（料金額）に定めるところによります。
（ア） 定額料

１割引選択回線群ごとに月額

料 金 額

税抜額 ２，０００円 （税込額 ２，１００円）

（イ） 料金額
① ②以外の場合
Ａ Ｂ以外の場合

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・
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日曜日・
祝日

地域内・地域隣接県通話 ３０秒 ３０秒 ３０秒

地域隣接県外通話 ２３秒 ２３秒 ２３秒

Ｂ 中国地区又は北海道地区に在圏する移動無線装置への
通話の場合

区 分 料 金 額

通話料 次の秒数までごとに
税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

地域内・地域 ３０秒 ３０秒 ３０秒 ３０秒
隣接県通話

地域隣接県外 ２３秒 ２３秒 ２３秒 ２５秒
通話

② ソフトバンクＢＢ株式会社が提供する加入電話サービス
に係る他網契約者回線からの通話の場合

区 分 料 金 額

通 話 料 次の秒数までごとに
税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・日
曜日・祝日

３０秒 ３０秒 ３０秒

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約
者回線であって、第１（基本使用料等）１（適用）（６）の適用
を受けていないものに限り、選択することができます。
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債
務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して
当社に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成
する申出であるときは、１の割引選択回線群について１の割引
選択代表回線（本割引又は特定割引の規定により定額料の支払
いを要する１の契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以
下この欄において同じとします。）を指定して、当社に申し出て
いただきます。
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オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場
合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に
係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
れがあるとき。

（イ） その申出のあった契約者回線が、（１６）又は第１（基本使
用料等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契
約者回線と割引選択回線群を構成する他の契約者回線及び
他網契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引
又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の
割引選択回線群に属さないとき。

（ウ） その申出のあった契約者回線が、（１６）を選択する場合で
あって、その契約者回線が指定した割引選択代表回線が、
契約者を単位とする通話料の月極割引における割引選択代
表回線と同一でないとき。

（エ） その申出のあった契約者回線が、その契約者以外の者（
その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについ
て当社が別に定める基準に適合する者を除きます。）の用に
供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき
。

（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係
る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約
者回線及び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき
（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。）。

（カ） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回
線によりその割引選択回線群が構成される場合は、その割
引選択回線群を構成することとなる全ての契約者回線及び
他網契約者回線と、その２年割グループ又は３年割グルー
プを構成する全ての契約者回線及び他網契約者回線が同一
でないとき。

（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用を開始する場合は、当社の交換設備への登録が
完了した時点からの通話に関する料金について、本割引の適用
の対象とします。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契
約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
ク キの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択
代表回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割
引選択代表回線を指定していただきます。
ケ キの規定により本割引の適用を廃止した場合は、当社の交換
設備への登録が完了した時点までの通話に関する料金について
、本割引の適用の対象とします。
コ 割引選択代表回線が他網契約者回線である場合は、アの規定
にかかわらず、定額料の支払いを要しません。
サ 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の
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有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用
であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線に
ついて、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全て
の日にわたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その
契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ
、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます
。）が生じたときは、この限りでありません。
シ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
ているときは、その料金を返還します。
ス 定額料については、日割りは行いません。
セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群
を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が
定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引
選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割
引の適用を廃止することがあります。
ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、
当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金
等の請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限り
ます。）又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知で
きないことがあります。
タ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合
において、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契
約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引
の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知
することに承諾していただきます。

（２３） ＫＤＤＩ一括請 当社は、（２２）に規定する割引選択代表回線について、ＫＤＤＩ一
求の取扱いを行っ 括請求の取扱いを行っている場合であって、そのＫＤＤＩ一括請
た場合の割引の適 求に係る料金等が下表に規定する割引条件Ⅰ、割引条件Ⅱ及び割
用（ＫＤＤＩ一括 引条件Ⅲのいずれも満たしているときは、（２２）に規定する定額料
請求割引） （その請求日を含む料金月の前料金月に債権が生じたものに限り

ます。）の支払いを免除します。

区 分 割引の適用条件

割引条件Ⅰ 次に定める料金等（その請求日を含む料金
月の前料金月に債権が生じたものに限りま
す。以下「ａｕ判定料金」といいます。）が
生じていること。
（ア） 料金表第１表から第４表に規定する
料金等（特定事業者が提供するローミ
ングに係る料金を含み、消費税相当額
を除きます。）

（イ） 当社の電話サービス等契約約款に規
定する特定第２種一般電話契約に係る
通話に関する料金

（ウ） 当社の電話サービス等契約約款に規
定する国際ローミング着信自動通話に
関する料金
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割引条件Ⅱ 当社の電話サービス等契約約款に規定する
電話判定料金の合計額が１，０００円以上 であ
ること又は総合オープン通信網サービス契
約約款に規定するインターネット判定料金
が生じていること。

割引条件Ⅲ ａｕ判定料金、当社の電話サービス等契約
約款に規定する電話判定料金及び総合オー
プン通信網サービス契約約款に規定するイ
ンターネット判定料金の合計額が２０，０００円
以上であること。
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２ 料金額

２－１ 通常通話に係るもの

２－１－１ ２－１－２から２－１－５以外のもの

（１） （２）から（１７）以外のもの

ア イ、ウ又はエ以外のもの

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北海道地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２６秒 ２９秒 ４０秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２０秒 ２２．５秒 ３１．５秒

東北地区 地域内・地域隣接県通話 ２２．５秒 ３０．５秒 ３４．５秒 ４７．５秒

地域隣接県外通話 ２０秒 ２６．５秒 ３０秒 ４１．５秒

北陸地区 地域内・地域隣接県通話 ２３秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２０秒 ２２．５秒 ３１．５秒

関東・中部地区 県内通話 １８秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

県間通話 １６秒 ２５秒 ２７．５秒 ３７．５秒

地域隣接県外通話 １２秒 ２０秒 ２０秒 ２７．５秒

関西地区 地域内・地域隣接県通話 ２３．５秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２０秒 ２２．５秒 ３１．５秒

中国地区 地域内・地域隣接県通話 ２２．５秒 ３０．５秒 ３４．５秒 ４７．５秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２０秒 ２２．５秒 ３１．５秒

四国地区 地域内・地域隣接県通話 ２２．５秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２０秒 ２２．５秒 ３１．５秒

九州地区 地域内・地域隣接県通話 ２４秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

地域隣接県外通話 １６．５秒 ２０秒 ２２．５秒 ３１．５秒
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イ 移動無線装置等（当社が別に定める電気通信設備を含みます。）への通話に係
るもの

（ア） （イ）以外のもの

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北海道地区 地域内・地域隣接県通話 １５秒 ２４秒 ２６．５秒 ３６．５秒

地域隣接県外通話 １４秒 ２３．５秒 ２５．５秒 ３５秒

東北地区 地域内・地域隣接県通話 １６．５秒 ２７秒 ３０秒 ４１．５秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

北陸地区 地域内・地域隣接県通話 １８秒 ２９秒 ３２．５秒 ４５秒

地域隣接県外通話 １７秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

関東・中部地区 地域内・地域隣接県通話 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

関西地区 地域内・地域隣接県通話 １８秒 ２９秒 ３２．５秒 ４５秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

中国地区 地域内・地域隣接県通話 １７秒 ２７．５秒 ３１秒 ４２．５秒

地域隣接県外通話 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

四国地区 地域内・地域隣接県通話 １７．５秒 ２９秒 ３２秒 ４４秒

地域隣接県外通話 １７秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

九州地区 地域内・地域隣接県通話 １８．５秒 ２９秒 ３２．５秒 ４５秒

地域隣接県外通話 １７秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒
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（イ） 携帯電話事業者（特定事業者を除きます。）が提供する携帯電話サービス
の電気通信回線への通話に係るもの

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北 海 道 地 区 １４秒 ２３．５秒 ２５．５秒 ３５秒

東 北 地 区 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

北 陸 地 区 １７秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

関 東 ・ 中 部 地 区 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

関 西 地 区 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

中 国 地 区 １６秒 ２６．５秒 ２９秒 ４０秒

四 国 地 区 １７秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

九 州 地 区 １７秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

ウ ＰＨＳ事業者が提供するＰＨＳサービスの電気通信回線への通話に係るもの

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北 海 道 地 区 １２．５秒 １９．５秒 １９．５秒 １９．５秒

東 北 地 区 １３秒 ２１秒 ２１秒 ２１秒

北 陸 地 区 １３秒 ２１秒 ２１秒 ２１秒

関 東 ・ 中 部 地 区 １２秒 ２０秒 ２０秒 ２０秒

関 西 地 区 １３秒 ２１秒 ２１秒 ２１秒

中 国 地 区 １３秒 ２１秒 ２１秒 ２１秒

四 国 地 区 １３秒 ２１秒 ２１秒 ２１秒

九 州 地 区 １３．５秒 ２１秒 ２１秒 ２１秒
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エ ＩＰ電話事業者が提供するＩＰ電話サービスの電気通信回線への通話に係る
もの

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北 海 道 地 区 ２０秒 ２６秒 ２９秒 ４０秒

東 北 地 区 ２２．５秒 ３０．５秒 ３４．５秒 ４７．５秒

北 陸 地 区 ２３秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

関 東 ・ 中 部 地 区 １８秒 ２８．５秒 ３１秒 ４２．５秒

関 西 地 区 ２３．５秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

中 国 地 区 ２２．５秒 ３０．５秒 ３４．５秒 ４７．５秒

四 国 地 区 ２２．５秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

九 州 地 区 ２４秒 ３２．５秒 ３６．５秒 ５０秒

（２） 基本使用料の料金種別がちょっとコールのもの

区 分 料 金 額

通話料 （１）に規定する料金額に１．４を乗じて得た額
ただし、昼間以外の時間帯にあっては、同表に規定する料金
額と同額

（３） 基本使用料の料金種別がコミコミコールスーパーのもの

区 分 料 金 額

通話料 １分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

（４） 基本使用料の料金種別がコミコミコールジャンボのもの

区 分 料 金 額

通話料 １分までごとに税抜額２０円（税込額２１円）
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（５） 基本使用料の料金種別がコミコミコールＬのもの

区 分 料 金 額

通話料 １分までごとに税抜額３０円（税込額３１．５円）

（６） 基本使用料の料金種別がコミコミコールＳのもの

区 分 料 金 額

通話料 １分までごとに税抜額４０円（税込額４２円）

（７） 基本使用料の料金種別がデイタイムプランＫＯ及びデイタイムプランＥＮの
もの

区 分 料 金 額

通 話 料 次の秒数までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

３０秒 １０秒 １０秒 １０秒

（８） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅビジネスのもの

区 分 料 金 額

通話料 ３０秒までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

（９） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅスタンダードのもの

区 分 料 金 額

通話料 ２０秒までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

（１０） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅエコノミーのもの

区 分 料 金 額

通話料 １５秒までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）
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（１１） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅライトのもの

区 分 料 金 額

通話料 １０秒までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

（１２） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅオフタイムのもの

ア イ又はウ以外のもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

５０円（５２．５円） １６円（１６．８円） １６円（１６．８円） １４円（１４．７円）

イ 移動無線装置等（当社が別に定める電気通信設備を含みます。）への通話に係
るもの

（ア） （イ）以外のもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通 話 料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

地域内・地域隣接 ５０円（５２．５円） １６円（１６．８円） １６円（１６．８円） １４円（１４．７円）
県通話

地域隣接県外通話 ５０円（５２．５円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円）

（イ） 携帯電話事業者（特定事業者を除きます。）が提供する携帯電話サービス
の電気通信回線への通話に係るもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

５０円（５２．５円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円）
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ウ ＰＨＳ事業者が提供するＰＨＳサービスの電気通信回線への通話に係るもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

５０円（５２．５円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円）

（１３） 基本使用料の料金種別がプランＬのもの

区 分 料 金 額

通話料 ３０秒までごとに税抜額１２円（税込額１２．６円）

（１４） 基本使用料の料金種別がプランＭのもの

区 分 料 金 額

通話料 ３０秒までごとに税抜額１４円（税込額１４．７円）

（１５） 基本使用料の料金種別がプランＳのもの

区 分 料 金 額

通話料 ３０秒までごとに税抜額１６円（税込額１６．８円）

（１６） 基本使用料の料金種別がプランＳＳのもの

区 分 料 金 額

通話料 ３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（１７） 基本使用料の料金種別がコミコミデイタイムのもの

ア イ以外のもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜日 深夜・早朝
・祝日

１５円（１５．７５円） ３０円（３１．５円） ３０円（３１．５円） ３０円（３１．５円）
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イ 当社又は特定事業者が提供するａｕ通信サービスに係る移動無線装置等（
当社が別に定める電気通信設備を含みます。）への通話に係るもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜日 深夜・早朝
・祝日

１０円（１０．５円） ３０円（３１．５円） ３０円（３１．５円） ３０円（３１．５円）

２－１－２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが提供する船舶電話サービスの電気
通信回線への通話に係るもの

（１） （２）から（６）以外のもの

区 分 料 金 額

通 話 料 次の秒数までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

６．５秒 １２秒 １２秒 １３秒

（２） 基本使用料の料金種別がちょっとコールのもの

区 分 料 金 額

通話料 （１）に規定する料金額に１．４を乗じて得た額
ただし、昼間以外の時間帯にあっては、同表に規定する料金
額と同額

（３） 基本使用料の料金種別がコミコミコールスーパー、コミコミコールジャンボ、
コミコミコールＬ、コミコミコールＳ、デイタイムプランＫＯ、プランＬ、プ
ランＭ、プランＳ又はプランＳＳのもの

区 分 料 金 額

通話料 ２－１－１に規定する各料金種別の料金額と同額
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（４） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅエコノミー、コミコミＯｎｅライト
又はデイタイムプランＥＮのもの

区 分 料 金 額

通話料 （１）に規定する料金額に１．５を乗じて得た額

（５） 基本使用料の料金種別がコミコミＯｎｅオフタイムのもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

５０円（５２．５円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円） ２０円（２１ 円）

（６） 基本使用料の料金種別がコミコミデイタイムのもの

料 金 額
区 分

１分までごとの税抜額（税込額）

通話料 昼 間 夜 間 土曜日・日曜日 深夜・早朝
・祝日

１５円（１５．７５円） ３０円（３１．５円） ３０円（３１．５円） ３０円（３１．５円）
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２－１－３ 電話番号案内接続に係るもの

区 分 料 金 額

電話番号案内料 １の電話番号の案内ごとに税抜額１００円（税込額１０５円）

通話料 ２－１－１に規定する各料金種別の料金額（加入電話事業者
が提供する加入電話サービスに係る他網契約者回線へ通話し
た場合における県内通話又は地域内・地域隣接県通話の料金
額とします。）と同額

２－１－４ ＥＺｗｅｂ機能を利用して行った通話に係るもの

区 分 料 金 額

通話料 １分まで税抜額３円（税込額３．１５円）

１分を超える１分までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

２－１－５ 特定文字メッセージ送信に係るもの

区 分 料 金 額

通話料 １送信ごとに税抜額３円（税込額３．１５円）
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２－２ プリペイド通話に係るもの

２－２－１ ２－２－２又は２－２－３以外のもの

（１） （２）以外のもの

区 分 料 金 額

通話料 １５秒までごとに１０円

（２） プリペイド電話又はローミング（特定事業者の契約約款に規定するプリペイ
ド電話に係るものに限ります。）の契約者回線から行ったもの

区 分 料 金 額

通話料 ６秒までごとに１０円

２－２－２ 当社が提供するインターネット接続サービス（ＩＰ電話サービスに係る
ものを除きます。）に係る電気通信回線への通話に係るもの

区 分 料 金 額

通話料 ５０秒までごとに２０円

２－２－３ Ｃメール機能に係るもの

区 分 料 金 額

通話料 １送信ごとに５円
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２－３ 相互接続点からの通話に係るもの

２－３－１ ２－３－２又は２－３－３以外のもの

（１） （２）以外のもの

区 分 料 金 額

次の秒数までごとに
通 話 料 税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北海道地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ２７．５秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

東北地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０秒

地域隣接県外通話 １５秒 ２０秒 ２０秒 ３０秒

北陸地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

関東地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０．５秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

中部地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０．５秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

関西地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

中国地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ２７．５秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

四国地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒

九州地区 地域内・地域隣接県通話 ２０秒 ２０秒 ２０秒 ３０秒

地域隣接県外通話 １５秒 １７秒 １７秒 ２５秒
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（２） 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電
話の電話機から行った通話に係るもの

区 分 料 金 額

通 話 料 次の秒数までごとに１０円

昼 間 夜 間 土曜日・ 深夜・
日曜日・ 早朝
祝日

北海道地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２０．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

東北地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

北陸地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

関東地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

中部地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

関西地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

中国地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２０．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

四国地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

九州地区 地域内・地域隣接県通話 １２秒 １５秒 １５秒 ２２．５秒

地域隣接県外通話 １０秒 １５秒 １５秒 １８．５秒
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２－３－２ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する個人通信
機能を利用して行われた通話に係るもの

区 分 料 金 額

通話料 ３１．５秒までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

２－３－３ ソフトバンクＢＢ株式会社が提供する加入電話サービスの電気通信回線
から行った通話に係るもの

区 分 料 金 額

通 話 料 次の秒数までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 土曜日・日曜 深夜・早朝
日・祝日

２０秒 ２１秒 ２１秒 ３０秒

２－３－４ 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する加入電
話サービスの電気通信回線から、別記２６の２（７）に規定する事業者識別番
号を使用して行われた通話の着信に係るもの

区 分 料 金 額

通話料 ３４秒までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）
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第３ パケット通信料
１ 適用
パケット通信料の適用については、第８０条（通話料及びパケット通信料の支払義務）
の規定によるほか、次のとおりとします。

パ ケ ッ ト 通 信 料 の 適 用

（１） パケット通信料 パケット通信料の適用は、以下のとおりとします。
の適用 ア イ又はウ以外のもの

通信の相手先ごとの１料金月の課金対象パケットの総情報量
について １２８バイトまでごとに１の課金対象パケットとし、２
（料金額）に規定する料金額を適用します。
イ ＥＺｗｅｂ機能に係るもの
次表の区分ごとの１料金月の課金対象パケットの総情報量に
ついて １２８バイトまでごとに１の課金対象パケットとし、２（
料金額）に規定する料金額を適用します。

区 分

タイプⅠ及びタイプⅡに係るもの

タイプⅢに （ア） （イ）以外のもの
係るもの

（イ） ＥＺｗｅｂ電子メールに係るもの

タイプⅣに （ア） （イ）から（エ） 標準タイムに係るもの
係るもの 以外のもの

お得タイムに係るもの

（イ） ＥＺｗｅｂ電子メールに係るもの

（ウ） 位置算出機能に係る通信及びＳＳＬ通信
等（当社が別に定めるプロトコルを用いて
暗号化された通信等、当社がＵＲＬを特定
できない通信をいいます。以下同じとしま
す。）に係るもの

（エ） ＢＲＥＷダウンロードサーバとの間の通
信に係るもの

タイプⅤに （ア） （イ）以外のもの
係るもの

（イ） ＥＺｗｅｂ電子メールに係るもの

備考 お得タイムに係る情報量は、次のとおり区分します。

区 分 情 報 量

レベル１ ＵＲＬごとの１の情報閲覧に係る情報量の
うち １２８００バイトまでの部分

レベル２ ＵＲＬごとの１の情報閲覧に係る情報量の
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うち １２８００バイトを超える部分

ウ ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に係るもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイト
までごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定す
る料金額を適用します。

（２） 標準タイム及び ア 標準タイム及びお得タイムとは、次の時間帯をいいます。
お得タイムの適用

区 分 時間帯

標準タイム 午前０時から午前１時まで及び午後５時から
午後１２時までの間

お得タイム 午前１時から午後５時までの間

イ 標準タイム及びお得タイムの適用は、ＵＲＬごとの１の情報
閲覧に係る情報の取得を開始した時刻によります。

（３） 特定料金種別の ア 特定料金種別を選択している契約者は、基本使用料の料金種
パケット通信料の 別及び区別ごとに、パケット通信料（ａｕデュアルに係るもの
取扱い に限ります。以下この欄において同じとします。）の月間累計額

のうち、控除可能額から通話料控除額を差し引いた額を上限と
する額の支払いを要しません。
ただし、（４）、（６）、（７）又は（８）の適用を受けているとき
は、この限りでありません。
イ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。

（４） 定額料の支払い ア 定額料の支払いを条件とするパケット通信料の月極割引Ⅰ（
を条件とするパケ 以下この欄において「本割引」といいます。）とは、契約者の選
ット通信料の月極 択により、次表に規定する定額料を支払った場合に、２（料金
割引Ⅰ（Ｐａｃｋ 額）の規定により算定したパケット通信（通信の料金をその通
ｅｔＯｎｅミドル 信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下こ
パック、Ｐａｃｋ の欄において同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供
ｅｔＯｎｅスーパ するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同
ーパック） じとします。）の月間累計額に代えて、その月間累計額から同表

に規定する割引可能額（シ及びスの規定により日割りした場合
はその額）を控除して得た額（月間累計額が割引可能額に満た
ない場合は、０円とします。）に、同表に規定する超過分係数を
乗じて得た額を料金額として適用することをいいます。
この場合、本割引には同表の２種類があり、あらかじめいず
れか１つを選択していただきます。

１契約ごとに月額

種 類 定 額 料 割引可能額 超過分
係数

ミドルパッ 税抜額 ２，４００円 税抜額１０，０００円 ０．３０
ク （税込額 ２，５２０円） （税込額１０，５００円）

スーパーパ 税抜額 ８，５００円 税抜額４５，０００円 ０．２０
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ック （税込額 ８，９２５円） （税込額４７，２５０円）

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕ電話、第３種ａｕデュアル及
び第３種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線であって、次
に該当しないものに限り、選択することができます。
（ア） 第１種定期ａｕ契約に基づき提供される第２種ａｕパケ
ットに係るもの

（イ） （６）の適用を受けているもの
ウ 第２種ａｕパケットに係る本割引の申込み（本割引の種類の
変更の申込みを含みます。）は、包括回線グループを単位として
行っていただきます。
エ 当社は、本割引の適用を受けている包括回線グループに追加
された契約者回線については、その追加の請求を本割引の申込
みとみなして取り扱います。
オ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
カ 本割引の適用の開始は、その申込日を含む料金月の翌料金月
からとします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定す
る日からとします。

区 分 本割引の適用の開始

１ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの提供を
約者回線に係るａｕ契約の申 開始した日
込みと同時に行われた場合

２ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの再利用
約者回線に係るａｕサービス を開始した日
の再利用の請求と同時に行わ
れた場合

３ 本割引の申込みが、第３種 その変更後のａｕサービス
ａｕデュアル又は第３種ａｕ の提供を開始した日
パケットからの種類の変更に
係る請求と同時に行われた場
合

４ １から３以外の場合であっ 本割引の申込日を含む料金
て、その申込日を含む料金月 月の初日（その料金月にお
から本割引の適用を受けたい いて、本割引の申込日以前
旨の要請があり、当社の業務 にａｕサービスの提供若し
の遂行上支障がないとき くは再利用を開始した場合

又は第３種ａｕデュアル若
しくは第３種ａｕパケット
からの種類の変更を行った
場合は、その開始日又は変
更日のうち、本割引の申込
日から直近の日）

備考 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットからの種
類の変更を行った日から本割引の適用を開始する場合は
、ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信について、そのａ
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ｕサービスの種類を変更した時点から本割引の適用を開
始するものとします。

キ 契約者が、本割引を選択している場合であって、その種類を
変更するときは、その変更の申込日を含む料金月の翌料金月以
降のパケット通信料について、変更後の種類を適用します。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） その契約者から本割引の適用を廃止する申出があったと
き（第２種ａｕパケットに係る契約者回線については、そ
の包括回線グループを単位とする廃止の申出があったとき
に限ります。）。

（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時
休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま
す。）。

（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） ａｕ電話、第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケット
への種類の変更があったとき。

ケ クの規定により、本割引の適用を廃止する場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当
する場合が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の規定による
ものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの
より本割引の適用 パケット通信料について、本割引の適
を廃止したとき。 用の対象とします。

２ ａｕサービスの その一時休止日、契約解除日又は種類
利用の一時休止、 の変更日までのパケット通信料につい
ａｕ契約の解除又 て、本割引の適用の対象とします。
はａｕ電話への種
類の変更があった
とき。

３ 第３種ａｕデュ その種類の変更日の前日までのパケッ
アル又は第３種ａ ト通信料について、本割引の適用の対
ｕパケットへの種 象とします。
類の変更があった
とき。

備考 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットへの種類
の変更を行うとともに本割引の適用を廃止する場合、Ｅ
Ｚｗｅｂ機能に係るパケット通信については、そのａｕ
サービスの種類を変更した時点まで本割引の適用の対象
とします。

コ 本割引を選択した契約者は、サに規定する場合を除き、通信
の有無にかからわず又は１の料金月の日数に満たない期間の利
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用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
サ カの表の規定により本割引の適用を開始した場合又は第３種
ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットへの種類の変更により本
割引の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了
日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割
りを行います。

区 分 起算日

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、カの
表の規定により本割引の適用を開始した場合は
、その適用を開始した日）

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、第３
種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットへの種
類の変更により本割引を廃止した場合は、その
種類を変更した日の前日）

シ サの規定により定額料を日割りする場合は、その日数に応じ
て、アに定める割引可能額を日割りします。
ス シの場合において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げます。
セ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日に
わたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生
じたときは、その契約者は、定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた
料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

（５） 着信課金用ドメ ア 着信課金用ドメイン名に係るパケット通信料の割引（以下こ
イン名に係るパケ の欄において「本割引」といいます。）とは、ＣＰＡ利用回線（
ット通信料の割引 当社のリモートアクセスサービス等契約約款に規定するリモー
の適用 トアクセスサービス（タイプⅡのものに限ります。）の利用契約

回線をいいます。以下この欄において同じとします。）の契約者
（以下この欄において「ＣＰＡ契約者」といいます。）が下表に
規定する定額料を支払った場合に、着信課金用ドメイン名（当
社のリモートアクセスサービス等契約約款に規定する着信課金
用ドメイン名であって、そのＣＰＡ契約者があらかじめ指定し
たものをいいます。以下この欄において同じとします。）による
パケット通信（９．６ ｋｂｉｔ／ｓの第１種ａｕパケットに係る契約者
回線との間のパケット通信に限ります。以下この欄において同
じとします。）について、２ー２－１の規定に代えて、同表に規
定する適用額を適用することをいいます。
この場合において、同表に規定する定額料は、特定事業者の
ａｕ通信サービス契約約款に規定する着信課金用ドメイン名に
係るパケット通信料の割引（以下この欄において「特定割引」
といいます。）の定額料と合わせた額とします。

区 分 料 金 額

定額料 １着信課金用ドメイン名ごとに月額
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税抜額１，０００円（税込額１，０５０円）

適用額 １課金対象パケットごとに
税抜額０．１５円（税込額０．１５７５円）

イ 本割引の申込みは、１の着信課金用ドメイン名ごとに、その
特定割引の申込みと合わせて、当社のリモートアクセスサービ
ス等契約約款に規定するリモートアクセスサービス等取扱所に
行っていただきます。
ウ 当社は、イに規定する申込みがあったときは、次に該当する
場合を除いて、これを承諾します。
（ア） そのＣＰＡ契約者が、当社の電気通信サービスに係る料
金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ
るとき。

（イ） その着信課金用ドメイン名に係る特定割引の申込みの承
諾が得られないとき。

エ 本割引の適用を開始する場合は、その申込みに係る登録完了
日（当社の機器への登録に要する期間が経過する日をいいます
。以下この欄において同じとします。）を含む料金月（当社のリ
モートアクセスサービス等契約約款に規定する料金月とします
。以下この欄において同じとします。）の翌料金月以降の着信課
金用ドメイン名によるパケット通信に関する料金について、本
割引の適用の対象とします。
ただし、そのＣＰＡ契約者から特に要請があり、当社の業務
の遂行上支障がないときは、その申込みに係る登録完了日を含
む料金月の当社が指定する日から本割引の適用を開始します。
オ 当社は、本割引の適用を受けている着信課金用ドメイン名に
ついて、そのＣＰＡ契約者から本割引の適用を廃止する申出が
あった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃
止します。
（ア） そのＣＰＡ利用回線に係る契約の解除があったとき。
（イ） 特定割引の廃止があったとき。
（ウ） その他ウに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
カ オの規定により本割引の適用を廃止した場合は、その廃止に
係る登録完了日を含む料金月の末日（ＣＰＡ利用回線に係る契
約の解除の場合は、その契約解除日）までの着信課金用ドメイ
ン名によるパケット通信に関する料金について、本割引の適用
の対象とします。
キ 本割引を選択したＣＰＡ契約者は、パケット通信の有無にか
かわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であって
も、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、ＣＰＡ契約者の責めによらない理由により、１料金
月の全ての日にわたって、その着信課金用ドメイン名によるパ
ケット通信が全く利用できない状態（その通信に著しい支障が
生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み
ます。）が生じたときは、この限りでありません。
ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われ
ているときは、その料金を返還します。
ケ 定額料については、日割りは行いません。

（６） 定額料の支払い ア 定額料の支払いを条件とするパケット通信料の月極割引Ⅱ（
を条件とするパケ 以下この欄において「本割引」といいます。）とは、（ア）に規定
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ット通信料の月極 する定額料を支払った場合に、その契約者回線からのパケット
割引Ⅱの適用（パ 通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、通
ケット割） 信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを

除きます。以下この欄において同じとします。）について、２（
料金額）の規定に代えて、（イ）に規定する適用額により算定し
た額から、（ア）に規定する割引可能額（サ及びシの規定により
割引可能額を日割りした場合はその額）を控除して得た額（適
用額により算定した額が割引可能額に満たない場合は、０円と
します。）を適用することをいいます。
（ア） 定額料及び割引可能額

１契約ごとに月額

区 分 料 金 額

定 額 料 税抜額１，０００円（税込額１，０５０円）

割引可能額 税抜額１，０００円（税込額１，０５０円）

（イ） 適用額
１課金対象パケットごとに

区 分 料 金 額

適 用 額 税抜額０．１円 （税込額０．１０５円）

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕ電話、第３種ａｕデュアル及
び第３種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線であって、次
に該当しないものに限り、選択することができます。
（ア） 第１種定期ａｕ契約に基づき提供される第２種ａｕパケ
ットに係るもの

（イ） （４）の適用を受けているもの
ウ 第２種ａｕパケットに係る本割引の申込みは、包括回線グル
ープを単位として行っていただきます。
エ 当社は、本割引の適用を受けている包括回線グループに追加
された契約者回線については、その追加の請求を本割引の申込
みとみなして取り扱います。
オ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
カ 本割引の適用の開始は、その申込日を含む料金月の翌料金月
からとします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定す
る日からとします。

区 分 本割引の適用の開始

１ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの提供を
約者回線に係るａｕ契約の申 開始した日
込みと同時に行われた場合

２ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの再利用
約者回線に係るａｕサービス を開始した日
の再利用の請求と同時に行わ
れた場合
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３ 本割引の申込みが、第３種 その変更後のａｕサービス
ａｕデュアル又は第３種ａｕ の提供を開始した日
パケットからの種類の変更に
係る請求と同時に行われた場
合

４ １から３以外の場合であっ 本割引の申込日を含む料金
て、その申込日を含む料金月 月の初日（その料金月にお
から本割引の適用を受けたい いて、本割引の申込日以前
旨の要請があり、当社の業務 にａｕサービスの提供若し
の遂行上支障がないとき くは再利用を開始した場合

又は第３種ａｕデュアル若
しくは第３種ａｕパケット
からの種類の変更を行った
場合は、その開始日又は変
更日のうち、本割引の申込
日から直近の日）

備考 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットからの種
類の変更を行った日から本割引の適用を開始する場合は
、ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信について、そのａ
ｕサービスの種類を変更した時点から本割引の適用を開
始するものとします。

キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） その契約者から本割引の適用を廃止する申出があったと
き（第２種ａｕパケットに係る契約者回線については、そ
の包括回線グループを単位とする廃止の申出があったとき
に限ります。）。

（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時
休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま
す。）。

（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） ａｕ電話、第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケット
への種類の変更があったとき。

ク キの規定により、本割引の適用を廃止する場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当
する場合が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の規定による
ものとします。

区 分 本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの
より本割引の適用 パケット通信料について、本割引の適
を廃止したとき。 用の対象とします。

２ ａｕサービスの その一時休止日、契約解除日又は種類
利用の一時休止、 の変更日までのパケット通信料につい
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ａｕ契約の解除又 て、本割引の適用の対象とします。
はａｕ電話への種
類の変更があった
とき。

３ 第３種ａｕデュ その種類の変更日の前日までのパケッ
アル又は第３種ａ ト通信料について、本割引の適用の対
ｕパケットへの種 象とします。
類の変更があった
とき。

備考 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケット以外の種
類への変更を行うとともに本割引の適用を廃止する場合
、ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信については、アの
（イ）の表に規定する適用額を、そのａｕサービスの種類
を変更した時点まで適用するものとします。

ケ 本割引を選択した契約者は、コに規定する場合を除き、通信
の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利
用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
コ カの表の規定により本割引の適用を開始した場合又は第３種
ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットへの種類の変更により本
割引の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了
日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割
りを行います。

区 分 起算日

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、カの
表の規定により本割引の適用を開始した場合は
、その適用を開始した日）

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、第３
種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットへの種
類の変更により本割引を廃止した場合は、その
種類を変更した日の前日）

サ コの規定により定額料を日割りする場合は、その日数に応じ
てアに定める割引可能額を日割りします。
シ サの場合において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げます。
ス 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日に
わたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生
じたときは、その契約者は、定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた
料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

（７） 定額料の支払い ア 定額料の支払いを条件とするパケット通信料の月極割引Ⅲ（
を条件とするパケ 以下この欄において「本割引」といいます。）とは、（ア）の表に
ット通信料の月極 規定する定額料を支払った場合に、その契約者回線からのパケ
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割引Ⅲの適用（パ ット通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含み
ケット割ＷＩＮ、 、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱い及び（８）の
パケット割ＷＩＮ 取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同じとし
ミドル、パケット ます。）について、２（料金額）の規定に代えて、（イ）の表に規
割ＷＩＮスーパー 定する適用額により算定した額から、（ア）の表に規定する割引
） 可能額（コ及びサの規定により割引可能額を日割りした場合は

その額）を控除して得た額（適用額により算定した額が割引可
能額に満たない場合は、０円とします。）を適用することをいい
ます。
この場合、本割引には同表の３種類があり、あらかじめいず
れか１つを選択していただきます。
（ア） 定額料及び割引可能額

１契約ごとに月額

定 額 料 割引可能額
種 類

税抜額（税込額） 税抜額（税込額）

パケット割ＷＩＮ １，０００円（１，０５０円） １，０００円（１，０５０円）

パケット割ＷＩＮ ４，０００円（４，２００円） ４，０００円（４，２００円）
ミドル

パケット割ＷＩＮ ７，５００円（７，８７５円） ７，５００円（７，８７５円）
スーパー

（イ） 適用額
１課金対象パケットごとに

適 用 額
種 類

税抜額（税込額）

パケット割ＷＩＮ ０．０８円（０．０８４円）

パケット割ＷＩＮミドル ０．０２５円（０．０２６２５円）

パケット割ＷＩＮスーパー ０．０１５円（０．０１５７５円）

イ 本割引は、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル又は第３種ａ
ｕパケットに限ります。）の契約者回線に限り、選択することが
できます。
ウ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
エ 本割引の適用の開始は、その申込日を含む料金月の翌料金月
からとします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定す
る日からとします。

区 分 本割引の適用の開始

１ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの提供を
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約者回線に係るａｕ契約の申 開始した日
込みと同時に行われた場合

２ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの再利用
約者回線に係るａｕサービス を開始した日
の再利用の請求と同時に行わ
れた場合

３ 本割引の申込みが、第３種 その変更後のａｕサービス
ａｕデュアル又は第３種ａｕ の提供を開始した日
パケットへの種類の変更に係
る請求と同時に行われた場合

４ １から３以外の場合であっ 本割引の申込日を含む料金
て、その申込日を含む料金月 月の初日（その料金月にお
から本割引の適用を受けたい いて、本割引の申込日以前
旨の要請があり、当社の業務 にａｕサービスの提供若し
の遂行上支障がないとき くは再利用を開始した場合

又は第３種ａｕデュアル若
しくは第３種ａｕパケット
への種類の変更を行った場
合は、その開始日又は変更
日のうち、本割引の申込日
から直近の日）

備考 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケットへの種類
の変更を行った日から本割引の適用を開始する場合は、
ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信について、そのａｕ
サービスの種類を変更した時点から本割引の適用を開始
するものとします。

オ 契約者が、本割引を選択している場合であって、その種類を
変更するときは、その変更の申込日を含む料金月の翌料金月以
降のパケット通信料について、変更後の種類を適用します。
カ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次
に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） その契約者から本割引の適用を廃止する申出があったと
き。

（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時
休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま
す。）。

（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第３種ａｕデュアル及び第３種ａｕパケット以外の種類
への変更があったとき。

キ カの規定により、本割引の適用を廃止する場合における取扱
いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定
により本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当
する場合が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の規定による
ものとします。

区 分 本割引の適用
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１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの
より本割引の適用 パケット通信料について、本割引の適
を廃止したとき。 用の対象とします。

２ ａｕサービスの その一時休止日又は契約解除日までの
利用の一時休止又 パケット通信料について、本割引の適
はａｕ契約の解除 用の対象とします。
があったとき。

３ 第３種ａｕデュ その種類の変更日の前日までのパケッ
アル及び第３種ａ ト通信料について、本割引の適用の対
ｕパケット以外の 象とします。
種類への変更があ
ったとき。

備考 第３種ａｕデュアル又は第３種ａｕパケット以外の種
類への変更を行うとともに本割引の適用を廃止する場合
、ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信については、アの
（イ）の表に規定する適用額を、そのａｕサービスの種類
を変更した時点まで適用するものとします。

ク 本割引を選択した契約者は、ケに規定する場合を除き、通信
の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利
用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ケ エの表の規定により本割引の適用を開始した場合又は第３種
ａｕデュアル及び第３種ａｕパケット以外の種類への変更によ
り本割引の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用
終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の
日割りを行います。

区 分 起算日

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、エの
表の規定により本割引の適用を開始した場合は
、その適用を開始した日）

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、第３
種ａｕデュアル及び第３種ａｕパケット以外の
種類への変更により本割引を廃止した場合は、
その種類を変更した日の前日）

コ ケの規定により定額料を日割りする場合は、その日数に応じ
てアに定める割引可能額を日割りします。
サ コの場合において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げます。
シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日に
わたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生
じたときは、その契約者は、定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた
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料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

（８） 特定のパケット ア 当社は、ａｕ契約者からの申込みにより、第３種ａｕデュア
通信への２段階定 ルに係るＥＺｗｅｂ機能を利用した場合のパケット通信（特定
額制の適用（ダブ 事業者が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金を
ル定額） その通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。

以下この欄において同じとします。）について、（イ）の表に規定
する判定用適用額により算定した額（以下この欄において「定
額料適用判定額」といいます。）が、（ア）の表に規定する最小定
額料（クの規定により最小定額料を日割りした場合はその額と
します。以下この欄において同じとします。）に満たない場合は
、２（料金額）の規定に代えて最小定額料を、定額料適用判定
額が（ア）の表に規定する最大定額料（クの規定により最大定額
料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同
じとします。）以上となる場合は最大定額料を、そのいずれでも
ない場合は定額料適用判定額を適用する取扱い（以下「２段階
定額制」といいます。）を行います。
（ア） 最小定額料及び最大定額料

１契約ごとに月額

区 分 料 金 額

最小定額料 税抜額 ２，０００円（税込額 ２，１００円）

最大定額料 税抜額 ４，２００円（税込額 ４，４１０円）

（イ） 判定用適用額
１課金対象パケットごとに

区 分 料 金 額

判定用適用額 税抜額０．０５円（税込額０．０５２５円）

イ ２段階定額制は、ａｕサービス（第３種ａｕデュアルに限り
ます。）の契約者回線に限り、選択することができます。
ウ 当社は、２段階定額制の適用の申込みがあった場合は、当社
が別に定める基準に適合する端末設備がその契約者回線に接続
されているときに限り、これを承諾します。
エ ２段階定額制の適用の開始は、その申込日を含む料金月の翌
料金月からとします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定す
る日からとします。

区 分 ２段階定額制の適用の開始

１ ２段階定額制の申込みが、 そのａｕサービスの提供を
その契約者回線に係るａｕ契 開始した日
約の申込みと同時に行われた
場合

２ ２段階定額制の申込みが、 そのａｕサービスの再利用
その契約者回線に係るａｕサ を開始した日

[ ａｕ ー118ー ]



ービスの再利用の請求と同時
に行われた場合

３ ２段階定額制の申込みが、 その変更後のａｕサービス
第３種ａｕデュアルへの種類 の提供を開始した日
の変更に係る請求と同時に行
われた場合

４ １から３以外の場合であっ ２段階定額制の申込日を含
て、その申込日を含む料金月 む料金月の初日（その料金
から２段階定額制の適用を受 月において、２段階定額制
けたい旨の要請があり、当社 の申込日以前にａｕサービ
の業務の遂行上支障がないと スの提供若しくは再利用を
き 開始した場合又は第３種ａ

ｕデュアルへの種類の変更
を行った場合は、その開始
日又は変更日のうち、２段
階定額制の申込日から直近
の日）

備考 第３種ａｕデュアルへの種類の変更を行った日から２
段階定額制の適用を開始する場合は、そのａｕサービス
の種類を変更した時点からのパケット通信について、２
段階定額制の適用を開始するものとします。

オ 当社は、２段階定額制の適用を受けている契約者回線につい
て、次に該当する場合には、２段階定額制の適用を廃止します
。
（ア） その契約者から２段階定額制の適用を廃止する申出があ
ったとき。

（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時
休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま
す。）。

（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第３種ａｕデュアル以外の種類への変更があったとき。
（オ） ウに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
カ オの規定により、２段階定額制の適用を廃止する場合におけ
る取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定
により２段階定額制の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄
に該当する場合が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の規定
によるものとします。

区 分 ２段階定額制の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの
より２段階定額制 パケット通信料について、２段階定額
の適用を廃止した 制の適用の対象とします。
とき。

２ ａｕサービスの その一時休止日又は契約解除日までの
利用の一時休止又 パケット通信料について、２段階定額
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はａｕ契約の解除 制の適用の対象とします。
があったとき。

３ 第３種ａｕデュ そのａｕサービスの種類を変更した時
アル以外の種類へ 点までのパケット通信料について、２
の変更があったと 段階定額制の適用の対象とします。
き。

キ ２段階定額制を選択した契約者は、クに規定する場合を除き
、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期
間の利用であっても、最小定額料、最大定額料又は定額料適用
判定額の支払いを要します。
ク エの表の規定により２段階定額制の適用を開始した場合又は
第３種ａｕデュアル以外の種類への変更により２段階定額制の
適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日まで
の期間に係る日数に応じて、最小定額料及び最大定額料の日割
りを行います。

区 分 起算日

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、エの
表の規定により２段階定額制の適用を開始した
場合は、その適用を開始した日）

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、第３
種ａｕデュアル以外の種類への変更により２段
階定額制の適用を廃止した場合は、その種類を
変更した日の前日）

ケ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日に
わたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生
じたときは、その契約者は、最小定額料の支払いを要しません
。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた
料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

（９） ローミングに係 ローミングの契約者回線（特定事業者のａｕ通信サービス契約約
るパケット通信料 款に規定する定額制の適用を受けているものに限ります。）に係る
の特例 パケット通信（ＥＺｗｅｂ機能に係るものに限ります。）に関する

料金については、２（料金額）の規定にかかわらず、特定事業者
のａｕ通信サービス契約約款に規定する定額制に係る料金額に含
まれるものとします。

（１０） パケット通信料 ａｕ通信サービスに関する問合せ又は申込み等のために行われる
の減免 パケット通信（タイプⅣ又はタイプⅤに係るＥＺｗｅｂ機能の提

供を受けている契約者回線と当社が別に定める電気通信設備との
間の通信であって、当社が別に定めるものに限ります。）について
は、その料金の支払いを要しません。
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２ 料金額

２－１ ａｕデュアルに係るもの

２－１－１ ２－１－２又は２－１－３以外のもの

（１） （２）以外のもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（２） ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
１課金対象パケットごとに

料 金 額
区 分

税抜額（税込額）

パケット通信料 第１種ａｕデュアル ０．１５円（０．１５７５円）

第２種ａｕデュアル ０．１５円（０．１５７５円）

第３種ａｕデュアル ０．１ 円（０．１０５ 円）

２－１－２ ＥＺｗｅｂ機能に係るもの

（１） （２）又は（３）以外のもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．２７円（税込額０．２８３５円）

（２） タイプⅣに係るもの

① ②以外のもの
１課金対象パケットごとに

料 金 額
区 分

税抜額（税込額）

パケット通信料 標準タイム ０．２７円（０．２８３５円）

お得タイム レベル１ ０．２ 円（０．２１ 円）

レベル２ ０．１ 円（０．１０５円）
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② ＥＺｗｅｂ電子メールに係る通信、位置算出機能に係る通信、ＳＳＬ通信等
又はＢＲＥＷダウンロードサーバとの間の通信に係るもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．２７円（税込額０．２８３５円）

（３） タイプⅤに係るもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

２－１－３ ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に係るもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．２７円（税込額０．２８３５円）
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２－２ ａｕパケットに係るもの

２－２－１ ２－２－２以外のもの

（１） （２）以外のもの
１課金対象パケットごとに

区 分 料 金 額

税抜額（税込額）

パケット通信料 第１種ａｕパケット ９．６ｋｂｉｔ／ｓ ０．２円（０．２１ 円）

１４．４ｋｂｉｔ／ｓ ０．１円（０．１０５円）

第２種ａｕパケット ０．１円（０．１０５円）

第３種ａｕパケット ０．１円（０．１０５円）

（２） ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
１課金対象パケットごとに

料 金 額
区 分

税抜額（税込額）

パケット通信料 第１種ａｕパケット ９．６ｋｂｉｔ／ｓ ０．２５円（０．２６２５円）

１４．４ｋｂｉｔ／ｓ ０．１５円（０．１５７５円）

第２種ａｕパケット ０．１５円（０．１５７５円）

第３種ａｕパケット ０．１ 円（０．１０５ 円）

２－２－２ 第１種定期ａｕ契約又はローミング契約（特定事業者のａｕ通信サービ
ス契約約款に規定する第１種定期ａｕ契約に係るものに限ります。）に係る
もの

（１） （２）以外のもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．３５円（税込額０．３６７５円）

（２） ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの

区 分 料 金 額

パケット通信料 １課金対象パケットごとに税抜額０．４円（税込額０．４２円）
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第４ 契約解除料
１ 適用
契約解除料の適用については、第８１条（定期ａｕ契約に係る契約解除料の支払義務）
の規定によるほか、次のとおりとします。

契 約 解 除 料 の 適 用

（１） 契約解除料 第２種定期ａｕ契約又は第３種定期ａｕ契約に係る契約解除料につい
の適用 ては、その満了に伴いその契約を更新した回数が１回以上の場合、２

（料金額）の規定にかかわらず、１契約ごとに 税抜額３，０００円（税込
額３，１５０円）とします。

２ 料金額
１契約ごとに

料 金 額
区 分

税抜額（税込額）

第１種定期ａｕ契約 ア イ以外のもの ３，０００円（ ３，１５０円）

イ 第２種ａｕパケットのもの ５，０００円（ ５，２５０円）

第２種定期ａｕ契約 １０，０００円（１０，５００円）

第３種定期ａｕ契約 １５，０００円（１５，７５０円）
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第５ プリペイド通話に係る前払い通話料
１ 適用
プリペイド通話に係る前払い通話料の適用については、第８５条（プリペイド通話に係
る前払い通話料の登録等）の規定によるほか、次のとおりとします。

プリペイド通話に係る前払い通話料の適用

（１） 前払い通話料 ア プリペイド通話を行う者が前払いを要する額は、２（料金額）
の額及び有効日 に規定する支払額（以下「支払額」とします。）とします。
数等 イ 当社は、支払額に応じて、２（料金額）に規定する有効日数を

適用します。

（２） 利用料金額の 当社は、プリペイド通話を行う者が前払い通話料を登録したときは
取扱い 、支払額に代えて、２（料金額）に規定する利用料金額を登録され

た通話料として取り扱います。

２ 料金額
１プリペイドカードごとに

有 効 日 数
プリペイドカードの種類 支払額 利用料金額

プリペイド電話 ａｕ契約のもの
契約のもの

第１種カード １，０００円 １，０００円 ３０日 ３６５日

第２種カード ３，０００円 ３，３００円 ６０日 ３６５日

第３種カード ５，０００円 ５，５００円 ９０日 ３６５日

第４種カード １０，０００円 １０，０００円 ３６５日 ３６５日

（注）プリペイドカードの販売に関する取扱いについては、別記２９に定めるところによります。
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第６ 手続きに関する料金
１ 適用
手続きに関する料金の適用については、第８２条（手続きに関する料金の支払義務）の
規定によるほか、次のとおりとします。

手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用

（１） 手続きに関 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
する料金の適 ア イ以外のもの
用

料金種別 内 容

契約事務手数料 ａｕ契約の申込みをし、その承諾を受けた
ときに支払いを要する料金

番号登録手数料 電話番号の登録等を要する請求をし、その
承諾を受けたときに支払いを要する料金

システム登録手数料 工事又はサービス取扱所に設置された交換
設備の登録等（当社が別に定めるものを除
きます。以下同じとします。）を要する請求
をし、その承諾を受けたときに支払いを要
する料金

イ プリペイド電話に係るもの

料金種別 内 容

プリペイド電話契約 プリペイド電話契約の申込みをし、その承
手数料 諾を受けたときに支払いを要する料金

プリペイド電話機種 プリペイド電話に係る契約者回線から、現
変更手数料 に接続されている端末設備（移動無線装置

に限ります。以下この欄において同じとし
ます。）を取り外し、新たな端末設備を接続
する請求をし、その承諾を受けたときに支
払いを要する料金

（２） 契約事務手 ア 第２種ａｕパケットに係る第１種定期ａｕ契約について、同時に
数料の適用 ５０以上の申込み（その全てが同一の包括回線グループに所属するも

のに限ります。）が行われた場合の契約事務手数料の額は、２（料金
額）の規定にかかわらず、１契約ごとに税抜額 ３００円（税込額 ３１５
円）とします。
イ そのａｕ契約（第２種ａｕパケットに係るものを除きます。）の申
込みが、当社が別に定める態様により他のａｕ契約（第２種ａｕパ
ケットに係るものを除きます。）を解除すると同時に申し込まれたも
のであるときは、契約事務手数料の支払いを要しません。

（３） 番号登録手 ア １の契約に係る請求により同時に２以上の電話番号の登録等を行
数料の適用 う場合は、これを１の電話番号の登録等とみなして番号登録手数料

を適用します。

[ ａｕ ー127ー ]



イ 第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話番号
検索手数料と同時に支払いを要する場合の番号登録手数料の額は、
２（料金額）の規定にかかわらず、１登録等ごとに税抜額 １，７００円
（税込額 １，７８５円）とします。
ウ 契約事務手数料の支払いを要する場合又は一時休止の再利用を行
うための電話番号の登録等については、番号登録手数料の支払いを
要しません。

（４） システム登 ア １の契約に係る請求により同時に２以上の工事又は交換設備の登
録手数料の適 録等を行う場合は、これを１の工事又は交換設備の登録等とみなし
用 てシステム登録手数料を適用します。

イ 着信短縮ダイヤル機能に関する交換設備の登録等のみを行う場合
のシステム登録手数料の額は、２（料金額）の規定にかかわらず、
１登録等ごとに税抜額 １，０００円（税込額 １，０５０円）とします。
ウ 契約事務手数料若しくは番号登録手数料の支払いを要する場合又
は一時休止の再利用若しくは一時中断の再開を行うための交換設備
の登録等については、システム登録手数料の支払いを要しません。

（５） 手続きに関 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案し
する料金の適 て別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又
用除外又は減 はその料金額を減額して適用することがあります。
額適用

２ 料金額

料 金 種 別 単 位 料 金 額

税抜額（税込額）

契約事務手数料 １契約ごとに ２，７００円（ ２，８３５円）

番号登録手数料 １登録等ごとに ２，０００円（ ２，１００円）

システム登録手数料 １請求ごとに １，５００円（ １，５７５円）

プリペイド電話契約手数料 １契約ごとに ４，０００円（ ４，２００円）

プリペイド電話機種変更手数料 １変更ごとに ４，０００円（ ４，２００円）

（注）上記の額に配送実費相当額を加算します。

[ ａｕ ー128ー ]



第２表 工事費

工事費は別に算定する実費とします。

第３表 証明手数料

１契約ごとに 税抜額 ３００円（税込額 ３１５円）

第４表 付随サービスに関する料金等

第１ 通信料明細内訳書の発行手数料
１ 適用
通信料明細内訳書の発行手数料の適用については、別記３の（１）の規定によるほか、
次のとおりとします。

通 信 料 明 細 内 訳 書 の 発 行 手 数 料 の 適 用

（１） ａｕ一括請 ア 当社は、ａｕ一括請求グループのうち、通信料明細内訳書の発行
求グループに サービスの提供を受けている契約者回線の数が５０以上であるものに
係る通信料明 ついて、そのａｕ一括請求グループに係る契約者から請求があった
細内訳書の発 ときは、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額
行手数料の取 を適用します。
扱い

料 金 額

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに
税抜額５，０００円（税込額５，２５０円）

イ アの適用にあたっては、当社は、アの規定により適用される料金
額の請求先となる１の契約者回線（以下この欄において「一括請求
代表回線」といいます。）を当社が別に定める方法により指定します
。
ウ 一括請求代表回線の契約者は、アの規定により適用される料金額
の支払いを要します。
エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位と
する基本使用料割引Ⅱ、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ、契
約者を単位とする通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に
係る通話料の割引に係る割引選択回線群を構成するａｕ一括請求グ
ループについて、ａｕ一括請求グループに係る通信料明細内訳書の
発行手数料の取扱い（以下この欄において「本取扱い」といいます
。）を適用するときは、その割引選択回線群を構成する他の全てのａ
ｕ一括請求グループについても、契約者から本取扱いの請求があっ
たものとみなして取り扱います。
オ 当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおいて、
その料金月に通信料明細内訳書の発行サービスの提供を受けている
契約者回線の数が５０未満となったときは、アの規定を適用しません
。
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２ 料金額

区 分 単 位 料金額

通信料明細内訳書発行手数料 １契約について発行１回ごとに 税抜額１００円
（税込額１０５円）
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第２ 分計請求書の発行手数料
１ 適用
分計請求書の発行手数料の適用については、別記３の（２）の規定によるほか、次の
とおりとします。

分 計 請 求 書 の 発 行 手 数 料 の 適 用

（１） ａｕ一括請 ア 当社は、ａｕ一括請求グループのうち、分計請求書発行サービス
求グループに の提供を受けている契約者回線の数が５０以上であるものについて、
係る分計請求 そのａｕ一括請求グループに係る契約者から請求があったときは、
書の発行手数 ２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用し
料の取扱い ます。

料 金 額

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに
税抜額５，０００円（税込額５，２５０円）

イ アの適用にあたっては、当社は、アの規定により適用される料金
額の請求先となる１の契約者回線（以下この欄において「一括請求
代表回線」といいます。）を当社が別に定める方法により指定します
。
ウ 一括請求代表回線の契約者は、アの規定により適用される料金額
の支払いを要します。
エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位と
する通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話料の
割引に係る割引選択回線群を構成するａｕ一括請求グループについ
て、ａｕ一括請求グループに係る分計請求書の発行手数料の取扱い
（以下この欄において「本取扱い」といいます。）を適用するときは
、その割引選択回線群を構成する他の全てのａｕ一括請求グループ
についても、契約者から本取扱いの請求があったものとみなして取
り扱います。
オ 当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおいて、
その料金月に分計請求書発行サービスの提供を受けている契約者回
線の数が５０未満となったときは、アの規定を適用しません。

２ 料金額

区 分 単 位 料金額

分計請求書発行手数料 １契約について発行１回ごとに 税抜額１００円
（税込額１０５円）
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第３ 支払証明書等の発行手数料

区 分 単 位 料金額

支払証明書等発行手数料 １契約について発行１回ごとに 税抜額４００円
（税込額４２０円）

（注）支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料
が必要な場合があります。

第４ 空き電話番号の検索手数料

区 分 単 位 料金額

空き電話番号検索手数料 １検索ごとに 税抜額３００円
（税込額３１５円）
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別表１ オプション機能

種 類 提 供 条 件

１ 留守番伝言機 その契約者回線に着信した通話のメッセージの録音又は再生及びその
能（お留守番サ 契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生を
ービス） する機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に
考 限り提供します。
（２） 録音又は登録したメッセージは、当社が別に定める時間経
過後、消去します。

（３） この機能を利用している移動無線装置への通話については
、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用し
ている移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この
場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在
圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認でき
た地域に在圏するものとみなして取り扱います。

（４） 当社は、この機能を利用した場合に生じたメッセージの破
損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損
害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わな
いものとします。

（５） 録音又は登録できるメッセージの数その他の提供条件につ
いては、当社が別に定めるところによります。

２ ボイスメール 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能を
機能（ボイスメ いいます。
ール）

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に
考 限り提供します。
（２） 第８種コース以外のコース種別（第３種ａｕデュアルに係
るものを除きます。）においては、留守番伝言機能と併せて提
供します。

（３） 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消
去します。

（４） 当社は、この機能を利用した場合に生じたメッセージの破
損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損
害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わな
いものとします。

（５） 蓄積できるメッセージの数その他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。

３ Ｃメール機能 （１） 発信者が送出した文字メッセージを蓄積し、その文字メッセー
（Ｃメール） ジの通知又は再生等を行う機能をいいます。

（２） Ｃメール機能には、次の種類があります。
ア パケット送信機能（その契約者回線からの文字メッセージ送信
（当社が別に定める電気通信設備への送信に限ります。）をパケッ
ト通信により行うことができる機能をいいます。以下同じとしま
す。）があるもの
イ パケット送信機能がないもの

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）及びプリペイド
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考 電話の契約者回線（当社が別に定める移動無線装置を利用し
ているものに限ります。）に限り提供します。

（２） 利用できるＣメール機能の種類については、その移動無線
装置の種類に応じて、当社が定めます。

（３） 第８種コース以外のコース種別（第３種ａｕデュアルに係
るものを除きます。）においては、留守番伝言機能と併せて提
供します。

（４） 蓄積した文字メッセージは、当社が別に定める時間経過後
、消去します。

（５） この機能（パケット送信機能があるものに限ります。）を利
用している契約者回線については、連続送受信機能（契約者
回線又は特定事業者が提供するａｕ通信サービスの他網契約
者回線であってパケット送信機能を利用できるものとの間の
文字メッセージの送受信をパケット通信により連続的に行う
ことができる機能をいいます。以下同じとします。）を利用す
ることができます。

（６） パケット送信機能又は連続送受信機能を利用した文字メッ
セージ送信に関する料金については、そのパケット通信を電
話網を介して行った文字メッセージ送信（当社が別に定める
番号により行ったものとします。）とみなして取り扱います。

（７） 当社は、この機能を利用するａｕサービスの契約者回線に
ついて、１の電話番号ごとに当社が別に定めるところにより
、５欄に定めるＥＺｗｅｂ電子メールを利用して転送された
電子メールを受信するためのメールアドレス（以下「受信用
メールアドレス」といいます。）を付与します。
ただし、第８種コースに係る契約者回線については、ＥＺ
ｗｅｂ機能を利用している場合に限ります。

（８） 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、
受信用メールアドレスを変更することがあります。

（９） 当社は、この機能を利用した場合に生じた文字メッセージ
等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因
する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を
負わないものとします。

（１０） 契約者は、その契約者回線の電話番号を通知しない場合、
この機能（パケット送信機能があるものに限ります。）を利用
して文字メッセージを送信することはできません。

（１１） 蓄積できる文字メッセージ等の数、１の文字メッセージ長
その他の提供条件については、当社が別に定めるところによ
ります。

４ 削除 削除

５ ＥＺｗｅｂ機 （１） 端末設備の操作等により、当社が別に定める仕様に準拠した情
能（ＥＺｗｅｂ 報の閲覧及びＥＺｗｅｂ電子メール（メールアドレスを使用して
） 電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい

ます。以下同じとします。）の利用等を行うことができる機能をい
います。

（２） ＥＺｗｅｂ機能には、次の種類があります。
ア タイプⅠ（ＥＺｗｅｂＢ、ＥＺｗｅｂプレミアム）
情報管理機能（端末設備の操作等により、その契約者に関する
スケジュール等その他の情報の登録、編集又は検索を行うことが
できるサービスをいいます。以下同じとします。）があるもの
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イ タイプⅡ（ＥＺｗｅｂＡ、ＥＺｗｅｂスタンダード）
情報管理機能がないもの（タイプⅢ、タイプⅣ及びタイプⅤと
なるものを除きます。）
ウ タイプⅢ（ＥＺｗｅｂ＠ｍａｉｌ）
情報管理機能がないものであって、ＩＭＡＰメールサーバ（Ｉ
ＭＡＰ４に準拠したプロトコルを用いて通信を行うことができる
電気通信設備をいいます。以下同じとします。）を介したＥＺｗｅ
ｂ電子メールの利用ができるもの（タイプⅣ及びタイプⅤとなる
ものを除きます。）
エ タイプⅣ（ＥＺｗｅｂｍｕｌｔｉ）
情報管理機能がないものであって、ＩＭＡＰメールサーバを介
したＥＺｗｅｂ電子メールの利用及びＷＡＰ ２．０サーバ（ＸＨＴ
ＭＬに対応した当社が別に定める電気通信設備をいいます。以下
この欄において同じとします。）を介した情報の閲覧ができるもの
（タイプⅤとなるものを除きます。）
オ タイプⅤ（ＥＺＷＩＮ）
情報管理機能がないものであって、ＩＭＡＰメールサーバを介
したＥＺｗｅｂ電子メールの利用及びＷＡＰ ２．０サーバ（第３種
ａｕデュアルの契約者回線との間で通信を行うことができるもの
に限ります。）を介した情報の閲覧ができるもの

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線（
考 当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す。）に限り提供します。
（２） 利用できるＥＺｗｅｂ機能の種類については、その移動無
線装置の種類に応じて、当社が定めます。

（３） 第８種コース以外のコース種別（第３種ａｕデュアルに係
るものを除きます。）においては、留守番伝言機能と併せて提
供します。

（４） 当社は、１の電話番号ごとに当社が別に定めるところによ
りＥＺｗｅｂ電子メールを利用するためのメールアドレスを
付与します。

（５） 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある
場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変
更を行います。この場合、既に蓄積されている情報を消去し
ます。

（６） 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間経
過後、消去します。

（７） （５）又は（６）の規定により消去された情報は、復元できま
せん。

（８） 当社は、ＥＺｗｅｂ電子メール（第８種コースにおけるタ
イプⅠ及びタイプⅡに係るものを除きます。）において、当社
が別に定める方法により契約者が指定した電子メールの蓄積
を行わないようにする機能を提供します。

（９） タイプⅣの適用を受ける契約者回線（当社が別に定める移
動無線装置を利用しているものに限ります。）については、Ｂ
ＲＥＷダウンロードサーバ（ＢＲＥＷアプリ（当社が別に定
めるプログラミング言語により作成されたアプリケーション
をいいます。以下同じとします。）を格納する当社の電気通信
設備をいいます。以下同じとします。）との間の通信を行うこ
とができます。
ただし、海外ローミング機能を利用して外国事業者の電気
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通信サービスによりＥＺｗｅｂ機能を利用するときは、この
限りでありません。

（１０） 当社は、この機能（タイプⅣ又はタイプⅤに限ります。）を
利用している契約者（契約者名義が法人（法人に相当するも
のと当社が認めるものを含みます。）である場合を除きます。）
から請求があったときは、当社が別に定める接続先に限り接
続する取扱い（以下この欄において「ＥＺｗｅｂ利用制限」
といいます。）を行います。

（１１） 契約者（１８歳未満の者である場合に限ります。）がＥＺｗｅ
ｂ利用制限の廃止に関する請求を行うときは、その契約者の
親権者又は後見人の同意を得ていただきます。

（１２） 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る
電気通信設備（当社が設置するものを除きます。）の通信の品
質を保証しません。

（１３） 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若
しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害
については、その原因の如何によらず一切の責任を負わない
ものとします。

（１４） 契約者は、この機能を利用して情報を受ける場合に、その
情報を提供するために設置された電気通信設備（インターネ
ット等を介して接続されるものであって、当社以外の者が設
置するものを含みます。）へユーザＩＤ（文字、数字及び記号
の組み合わせであって、当社が電話番号ごとに割り当てたも
のをいいます。以下同じとします。）が通知されることにあら
かじめ同意していただきます。

（１５） この機能を利用している契約者回線について、ａｕサービ
ス利用権の譲渡があったときは、この機能を廃止します。

（１６） この機能の種類の変更又はこの機能を利用している契約者
回線に係る電話番号の変更があったときは、新たにこの機能
の提供を開始した場合に準じて取り扱います。
ただし、当社が別に定める場合については、この限りであ
りません。

（１７） この機能の利用開始の方法、蓄積できる情報量、１の電子
メールの情報量、情報の表示方法その他の提供条件について
は、その種類ごとに当社が別に定めるところによります。

６ ｅｚｐｌｕｓ パケット通信により契約者回線から送出されたＪａｖａ情報等（当社
通信機能（ｅｚ が別に定めるプログラミング言語により作成されたアプリケーション
ｐｌｕｓ） により契約者が作成した文字、数字及び記号等（契約者の操作、設定

等により自動的に生成されたものを含みます。）をいいます。以下同じ
とします。）を、当社又は特定事業者の電気通信設備のみを介して、ａ
ｕ通信サービス（ａｕデュアルに限ります。）の契約者回線等に送信す
る機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕデュアルに限ります。）の契約者回線（
考 当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す。）に限り提供します。
（２） この機能は、Ｃメール機能と併せて提供します。
（３） この機能を利用している契約者回線については、ｅｚｐｌ
ｕｓ連続送受信機能（契約者回線又は特定事業者が提供する
ａｕ通信サービスの他網契約者回線であってパケット送信機
能を利用できるものとの間のＪａｖａ情報等の送受信をパケ

[ ａｕ ー136ー ]



ット通信により連続的に行うことができる機能をいいます。）
を利用することができます。

（４） この機能を用いた通信に関する料金については、そのパケ
ット通信を、電話網を介して行った文字メッセージ送信（当
社が別に定める番号により文字メッセージ蓄積装置へ送信し
たものとします。）とみなして取り扱います。
ただし、学生又は障害者であることを条件とする通話料の
月極割引の適用は行いません。

（５） 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若
しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害
については、その原因の如何によらず一切の責任を負わない
ものとします。

（６） この機能に関するその他の提供条件については、当社が別
に定めるところによります。

７ 位置算出機能 通信衛星及び無線基地局設備から取得した信号等その他この機能の提
（ｅｚｎａｖｉ 供に必要な情報が、パケット通信により契約者回線からロケーション
ｇａｔｉｏｎ） サーバ（位置情報の算出を行うために当社が設置する電気通信設備を

いいます。以下同じとします。）へ送信された場合に、その契約者回線
に接続されている移動無線装置の位置情報を提供する機能をいいます
。

備 （１） ａｕサービス（ａｕデュアルに限ります。）の契約者回線（
考 当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す。）に限り提供します。
（２） この機能は、ＥＺｗｅｂ機能又はＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能の
利用において提供します。
ただし、海外ローミング機能を利用して外国事業者の電気
通信サービスによりＥＺｗｅｂ機能を利用するときは、この
限りでありません。

（３） 当社は、この機能により提供した位置情報の精度を保証し
ません。

（４） 当社は、通信衛星の障害又は当社が提供した位置情報等に
起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責
任を負わないものとします。

（５） この機能に関するその他の提供条件については、当社が別
に定めるところによります。

８ 三者通話機能 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の
（三者通話サー 契約者回線等に接続して、同時に三者間で通話ができるようにする機
ビス） 能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に
考 限り提供します。
（２） プリペイド通話に係る取扱いは、次のとおりとします。
ア イ以外の場合
プリペイド通話を行っているときは、通常通話による場
合に限り、この機能を利用することができます。
イ 第８種コースの場合
通常通話による場合に限り、この機能を利用することが
できます。

（３） 割込通話機能を利用しているときは、この機能を利用する
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ことができません。

９ 割込通話機能 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の
（割込通話サー 操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答
ビス） して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにす

る機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に
考 限り提供します。
（２） 三者通話機能を利用しているときは、この機能を利用する
ことができません。

１０ 迷惑電話拒否 その契約者回線に着信した通話（当社が別に定めるものに限ります。）
機能（迷惑電話 について、その発信者の契約者回線（協定事業者の電気通信サービス
撃退サービス） の契約者回線を含みます。）の電話番号を当社が別に定める方法により

登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の
案内により自動的に応答する機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に
考 限り提供します。
（２） 契約者が登録できる電話番号の数は、１０以内とします。
（３） （２）に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に
登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去
して登録します。

（４） 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておこと
わりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信
した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。

（５） この機能により応答する通話に関する料金については、第
８０条（通話料及びパケット通信料の支払義務）及び第９０条（
相互接続通信の料金の取扱い）に規定する支払いを要する者
が、支払っていただきます。

（６） 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある
ときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。

（７） 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておこと
わりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については
、責任を負いません。

１１ 着信短縮ダイ あらかじめ指定した契約者回線（当社が別に定める協定事業者の電気
ヤル機能（クイ 通信サービスの契約者回線を含みます。以下「指定契約者回線」とい
ックダイヤル） います。）へ着信する通話を着信短縮ダイヤル番号（契約者からの請求

により当社が別に定めるところにより付与する番号をいいます。以下
同じとします。）により行うことができるようにする機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に
考 限り提供します。
（２） 契約者が指定できる指定契約者回線は、当社が別に定める
ものに限ります。

（３） 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め５桁の数字からなる
ものとします。

（４） 着信短縮ダイヤル番号により行うことができる通話は、契
約者回線又は特定事業者が提供するａｕ通信サービスの他網
契約者回線からの通話に限ります。
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（５） 契約者は、請求の際、あらかじめ１の着信短縮ダイヤル番
号により行う通話について、その通話の発信を許容する地域
を当社及び特定事業者のサービス区域内の当社が別に定める
地域のうち複数の地域内とするか又は１の地域内に限定する
かを選定していただきます。

（６） 当社は、その請求の承諾後、契約者が当社が別に定める期
間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合が
あります。

（７） 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の提供条件について
は、ａｕサービスの電話番号の場合に準ずるものとします。

（８） 当社は、協定事業者の電気通信サービス（当社が別に定め
るものに限ります。）の契約者から利用の申込みがあったとき
は、着信短縮ダイヤル機能を提供します。この場合において
、契約申込みの方法及び承諾については、第９条（契約申込
みの方法）及び第１０条（契約申込みの承諾）の規定に準ずる
ものとし、その他の提供条件の適用に当たっては、その契約
者をａｕサービスの契約者とみなして取り扱います。

１２ 海外ローミン 外国事業者（当社が別に定める者に限ります。）の電気通信設備から送
グ機能（ＧＬＯ 信された契約者確認信号（外国事業者の電気通信設備において契約者
ＢＡＬ ＰＡＳ の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。）を認
ＳＰＯＲＴ） 識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受け

ることができるようにする機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線（
考 当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す。）であって、その契約者回線が、当社の電話サービス等契
約約款に規定する国際ローミング着信自動通話（以下この１２
欄において「着信自動通話」といいます。）を利用できるとき
に限り提供します。

（２） 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契
約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏
するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その
通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。

（３） 着信自動通話に関する料金については、この機能を利用し
ている契約者回線の契約者が、支払っていただきます。

（４） この機能を利用している契約者回線への通話（着信自動通
話を伴うものに限ります。）については、その契約者回線に係
るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動
無線装置との通話とみなして取り扱います。

（５） 当社は、この機能に係るオプション機能使用料については
、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電
気通信サービスに係る利用時間又は情報量に基づき計算しま
す。この場合、その利用時間又は情報量は、次のとおり取り
扱います。
ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国
事業者の機器により測定します。
イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社の機器により測定
します。
ウ 国際ＥＺｗｅｂ利用に係る情報量は、当社の機器により
測定します。

（６） 契約者は、着信自動通話の利用に係る申込みその他の手続
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きについては、所定の書面を当社が別に定めるサービス取扱
所に提出していただきます。

（７） この機能により利用できる外国事業者の電気通信サービス
の内容については、その外国事業者が定めるところによりま
す。

（８） 当社は、この機能の利用に関して、当社の責めによらない
理由により生じた損害については、一切の責任を負わないも
のとします。

（９） 当社は、国際ローミング協定その他外国の法令等により、
この機能の利用を制限することがあります。

（１０） この機能に関するその他の提供条件については、当社が別
に定めるところによります。

１３ 高速パケット （１） その契約者回線に接続している移動無線装置との間のパケット
通信機能（高速 通信を、高速で行うことができる機能をいいます。
パケットサービ （２） 高速パケット通信機能には、次の種類があります。
ス） ア タイプＡ

その契約者回線に接続している移動無線装置へのパケット通信
を最高６４ｋｂｉｔ／ｓの速度で行うことができるもの。
イ タイプＢ
１ｘエリア（別記３６に定める区域をいいます。）において、その
契約者回線に接続している移動無線装置からのパケット通信を最
高６４ｋｂｉｔ／ｓの速度で、その契約者回線に接続している移動無線装
置へのパケット通信を最高 １４４ｋｂｉｔ／ｓの速度で行うことができる
もの。

備 （１） ａｕサービス（ａｕデュアル（第３種ａｕデュアルを除き
考 ます。）又はａｕパケット（９．６ｋｂｉｔ／ｓの第１種ａｕパケット

及び第３種ａｕパケットを除きます。）に限ります。）の契約者
回線（当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに
限ります。）に限り提供します。

（２） この機能は、タイプⅣに係るＥＺｗｅｂ機能の提供を受け
ている契約者回線においては、ＥＺｗｅｂ機能と併せて提供
します。

（３） 利用できる高速パケット通信機能の種類については、その
移動無線装置の種類に応じて、当社が定めます。

（４） タイプＢに係る契約者回線について、１ｘエリアにおいて
も、タイプＡと同様の機能を提供することがあります。

（５） タイプＢに係る契約者回線について、１ｘエリア以外にお
いては、タイプＡと同様の機能を提供します。

（６） この機能を利用する契約者回線に接続している移動無線装
置との間のパケット通信による符号伝送の速度は、そのパケ
ット通信を行っている時点の無線基地局設備の状況等により
当社が定めるところによります。

（７） （３）から（６）のほか、利用形態ごとのパケット通信の最高
速度は、その移動無線装置の機能によります。

１４ 制御情報通知 発信者が送出した文字、数字及び記号（以下「制御情報」といいます
機能 。）を一時蓄積し、その制御情報を契約者回線へ通知する機能をいいま

す。

備 （１） ａｕサービス（ａｕパケットに限ります。）の契約者回線（
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考 当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま
す。）に限り提供します。

（２） 蓄積した制御情報は、当社が別に定める時間経過後、消去
します。

（３） 制御情報の通知は、その契約者回線に係る移動無線装置が
受信可能な状態にあることを当社が認知した場合に、当社が
別に定めるところにより行います。

（４） 当社は、１の電話番号ごとに当社が別に定めるところによ
り電子メールで制御情報を受信するためのメールアドレス（
以下この１４欄において「制御用メールアドレス」といいます
。）を付与します。

（５） 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、
制御用メールアドレスを変更することがあります。

（６） 当社は、この機能を利用した場合に生じた制御情報の到達
遅延、破損若しくは滅失等による損害又は通知された制御情
報に起因する損害については、その原因の如何によらず一切
の責任を負わないものとします。

（７） 蓄積できる情報量、制御情報の送出方法その他の提供条件
については、当社が別に定めるところによります。

１５ ａｕ．ＮＥＴ 当社が別に定める方法によりインターネットとの間でパケット通信を
機能 行うことができる機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（ａｕ電話を除きます。）の契約者回線に限り
考 提供します。
（２） この機能の利用に係るパケット通信料については、そのパ
ケット通信を行った契約者回線の契約者に支払っていただき
ます。

（３） 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る
電気通信設備（当社が設置するものを除きます。）の通信の品
質を保証しません。

（４） 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若
しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害
については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、
その責任を負わないものとします。

（５） この機能に関するその他の提供条件については、当社が別
に定めるところによります。

１６ ＢＲＥＷ．Ｎ 端末設備に格納されたＢＲＥＷアプリの動作により、インターネット
ＥＴ機能 との間でパケット通信を行うことができる機能をいいます。

備 （１） ａｕサービス（第２種ａｕデュアルに限ります。）の契約者
考 回線（当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに

限ります。）に限り提供します。
（２） この機能は、ＢＲＥＷ情報（ＥＺｗｅｂ機能の利用に係る
設定を行うことにより通知される当社が別に定める情報をい
います。）が端末設備に記憶されている場合に限り利用するこ
とができます。

（３） 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る
電気通信設備（当社が設置するものを除きます。）の通信の品
質を保証しません。

（４） 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若
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しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害
については、その原因の如何によらず一切の責任を負わない
ものとします。

（５） この機能の利用にあたっては、ＢＲＥＷアプリが格納され
た端末設備から、この機能を利用して情報を提供するために
設置された電気通信設備（当社以外の者が設置するものを含
みます。）へユーザＩＤが通知されます。

（６） この機能に関するその他の提供条件については、当社が別
に定めるところによります。

[ ａｕ ー142ー ]
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